
-53-  

 

 

 

○日時 令和２年３月 13日 

 午前 10時 00分開会 

 

○場所 議 場 

 

○出席委員（15名） 

委  員  長       立 崎 聡 一 

副 委 員 長    川原田 英 世 

委     員    石 垣 直 樹 

                        小田部   照 

                        金 兵 智 則 

                        工 藤 英 治 

                        栗 田 政 男 

                        近 藤 憲 治 

                        澤 谷 淳 子 

永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸 

                        古 田 純 也 

                        松 浦 敏 司 

                        村 椿 敏 章 

            山 田 庫司郎 

 

○欠席委員（０名） 

 

○委員外議員（１名） 

議     長    井 戸 達 也 

 

○説明のため出席した者 

 市 長        水 谷 洋 一 

 副 市 長        川 田 昌 弘 

 企画総務部長       岩 永 雅 浩 

 市民環境部長     酒 井 博 明 

 健康福祉部長      桶 屋 盛 樹 

 健康福祉部次長    武 田 浩 一 

 農林水産部長    川 合 正 人 

 観光商工部長      後 藤 利 博 

 建設港湾部長    佐々木 浩 司 

 水 道 部 長     脇 本 美 三 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

 総務防災課長    伊 倉 直 樹 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

 戸籍保険課長    江 口 優 一 

 生活環境課長    近 藤   賢 

 生活環境課参事    高 田 浩 昌 

 健康推進課長    永 森 浩 子 

 社会福祉課長    岩 尾 弘 敏 

 介護福祉課長    高 橋 善 彦 

 子育て支援課長    清 杉 利 明 

……………………………………………………… 

 教 育 長    三 島 正 昭 

 社会教育部長    猪 股 淳 一 

  

○事務局職員 

 事 務 局 長    大 島 昌 之 

事 務 局 次 長    細 川 英 司 

総務議事係長    高 畑 公 朋 

 総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

       係    早 渕 由 樹 

──────────────────────── 

午前 10時 00 分 開議 

○立崎聡一委員長 おはようございます。 

本日の出席委員は 15 名で、全委員が出席して

おります。 

 ただいまから、本日の委員会を開きます。 

 それでは早速、本日の日程であります一般会計

の歳出のうち、民生費、衛生費及びその特定財源

に関する歳入の細部審査を行います。 

 なお、関連であります議案第 13 号についても、

あわせて審査いただきます。 

質疑のある方、挙手を願います。 

澤谷委員。 

○澤谷淳子委員 おはようございます。 

 それでは、73 ページの不法投棄回収事業につ

いて質問させていただきます。 

 当市の不法投棄の現状、量とか場所など、不法

投棄する場所も固定化されているのか心配なので

すが、私自身も昨年、ソファーを捨てにいったら、

余りに料金が高くて、ちょっと驚いて、別な業者

で引き取ってもらったのですけれども、不法投棄

の原因に料金の高さもあるのではないかなと考え

ましたが、その料金設定なども含めて、不法投棄

を減らす対策なども含めてお聞きしたいと思いま

す。お願いいたします。 

○近藤賢生活環境課長 不法投棄の件につきまし
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てお答えいたします。 

 八坂の処分場におきましては、スプリング入り

のソファ、また、ベッドマット、そして家庭から

出る建築廃材は、受け入れると最終処分場の容量

がもたなくなるため、処理困難物として受入れを

していませんでした。そのため、市民の方からは、

引っ越しなどで時間がない場合があるので、そう

いった場合は処理場でもそういった処理困難物を

受け入れてほしいとの声があったところです。 

 このようなことから、明治の処理場に移った際

に、処理困難物に料金設定をして、受け入れるこ

とができるようにした経過がございます。そして、

受け入れるようにはしたのですが、従来までは民

間の処理業者が受け入れていた廃棄物であったこ

とから、民業を圧迫しないようにするため、処理

業者で受け入れている料金よりも高い設定をして、

明治の処理場では受け入れるようにしたところで

ございます。 

 また、不法投棄の関係でございますが、実態と

しては、処分場で受け入れていないタイヤ、そし

て、家電リサイクル製品といった、冷蔵庫だとか

テレビとか、そういったものも処分場では受け入

れていないのですが、それは家電リサイクル法に

のっとって、リサイクル料金を支払って適正に処

理をするという法律がございますので、そういっ

たものが不法投棄として捨てられます。また、ベ

ッドマット、ソファーといったものも捨てられる

ことが多いのですが、場所としましては、やっぱ

り人の目がつかないような山あいの道路ぎわです

とか沢地に捨てられることが多くあります。市と

してもパトロールを回していまして、不法投棄が

非常に見つかる場所が大体特定されていますので、

その辺はパトロールをした上、悪質なものについ

ては警察などの関係機関と連携して、不法投棄を

抑制する取組を続けているところでございます。 

○澤谷淳子委員 大変御苦労されていること、理

解いたしました。 

 次に、71 ページのプール利用助成事業です。

こちらが 65 歳以上の方へのプール利用料の一部

を助成していただいているものなのですが、少し

だけ減額されました。逆にこれから、65 歳にな

る方は増えて、自然減があったとしても、利用数

は増えるのではないかなと思うのですが、年配の

方の健康増進にプールを利用していただきたいと

思いますので、減額の理由などをお伺いいたしま

す。 

○永森浩子健康推進課長 平成 27 年の網走市民

健康プールが通年化となりオープンして以来、延

べ利用者数は平成 30 年度で 6,434 回と毎年伸び

ており、今年度も順調に利用されております。 

 これまでの一部助成対象は、１回券を７割助成

とし、170 円の自己負担で利用することができま

した。 

 令和２年度より、新たに年間券についても７割

を助成し、年間券２万 5,000 円のところ、7,500

円の自己負担で利用できるようになり、助成対象

の拡大を図ってまいります。これは単純に年間

45 回以上利用する方であれば、毎回回数券を購

入するより自己負担が少なくなります。 

 平成 30年度実績で、50名の方が年間 45回以上

利用していることから、今年度から年間券と１回

券を選択できることとなったことから、全体の事

業費は減額となっていますが、利用される方が減

少する見込みで予算計上しているということでは

ございません。 

 年間券を助成の対象とすることにより、プール

を定期的に活用されている方の自己負担の軽減に

つながり、さらなる利用者の増にもつなげ、健康

増進を図ってまいります。 

○澤谷淳子委員 理解いたしました。 

 次に、同じ 71 ページの健康づくりプラン推進

事業について、これは昨年、私自身が網走から放

送したラジオ体操に参加させていただきまして、

1,000 人以上の市民の皆さんと、生放送の緊張が

ありながら体操して、さわやかな放送を楽しんだ

のですけれども、そこで初めてカニチョッ筋体操

もやらせていただきました。 

周りにいた方も、名前もよくわかっていなかっ

た方も多かったのですけれども、意外に皆さん、

きつい、長いといという、ちょっと不満の声も周

りのあちこちから上がっていました。ラジオ体操

は手軽で、しっかりやれば結構な運動になり、本

当にみんなが誰もが知っているものなのですが、

カニチョッ筋ももう少し簡単バージョンなど、継

続しやすいものをやるとか、もう既にやっている

かもしれませんが、幼稚園、保育園、小さいうち

からカニチョッ筋体操を普及させて、時間をかけ

て、網走市民の誰もが知っている体操にするよう

な、体操の普及活動などもどのようにされている

のか伺います。 



-55-  

○永森浩子健康推進課長 あばしり健康カニチ

ョッ筋体操は、市政施行 60 年の記念に創設され

た事業でありますが、高齢者からテンポが早く、

踊りが難しいとの意見があったことから、既にシ

ョートバージョンはありましたが、加えて、平成

29 年に網走出身の演歌歌手、走裕介さんの御協

力をいただき、新たに高齢者でも手軽に取り組め

る音頭バージョンを作成したところであります。 

 あわせて、いろいろな幅広い層にも体操に取り

組んでいただけるよう、ベビーバージョンやブラ

スバンドバージョンを加えた新たなＤＶＤやＣＤ

のリニューアルを行い、さらなる普及に努めてお

ります。 

 あばしり健康カニチョッ筋体操は、市内イベ

ントの参加をはじめ保健師による健康教室でも行

っており、幼稚園やふれあいの家などの多くの団

体でも継続的に実施しております。 

 運動の専門家による監修もいただいている体操

でありますので、自分に合ったバージョンでぜひ

取り組んでいただけたらと思っております。 

○澤谷淳子委員 既にいろいろ工夫されていると

のことなので、わかりました。 

 それでは、同じ 71 ページのロタウイルス予防

接種事業ですが、新規事業ということでどのよう

な事業でしょうか。また、今後インフルエンザの

予防接種のように毎年やっていくというか、今後

何歳まで拡充するとか、今後の見通しなどもお伺

いいたします。 

○永森浩子健康推進課長 ロタウイルス予防接種

につきましては、乳幼児期の重い急性胃腸炎の原

因となるロタウイルス感染症を予防するため、令

和２年 10 月１日から定期接種となることにより、

新規事業として年度途中から開始いたします。 

 初回接種の標準接種期間を、生後２カ月から生

後 14 週と８日までにすることから、接種対象者

を令和２年８月１日以降生まれの乳児からを対象

とし、初年度は 130名を見込んでおります。 

 定期接種で使用するワクチンは、国内にある２

種類のワクチンが位置づけられており、弱毒性の

生ワクチンで経口接種となります。 

 受けられる期間につきましては、２種類ワクチ

ンがありまして、それぞれ期間が異なっておりま

す。一つは６週から 24 週、一つは６週から 32 週

ということで、混乱のないように周知をしてまい

りたいと思います。 

○澤谷淳子委員 了解いたしました。 

 それでは、同じまた 71 ページ、妊婦の健康診

査事業についてなのですが、ここは予算が少しだ

け減額されましたが、どうしても妊婦さんの減少

を予測してのことだと思うのですが、昨年度の健

診を受けられた方は何人ぐらいいましたでしょう

か。また、もし異状があった場合、健診回数が増

えたりするのではないかと思うのですけれども、

回数は足りていますでしょうか、現状をお伺いい

たします。 

○永森浩子健康推進課長 平成 30 年度の妊婦一

般健康診査の受診者は 270 名でありますが、前年

度に妊娠届け出をした方が当該年度にも受診する

ため、単年度妊娠届け出数とは一致しておりませ

ん。 

 毎回の妊婦健診で受診券を使用していただける

ようになっておりますので、受診券については足

りていると思われます。 

 異状があった場合の治療等に関しては、医療保

険の対象となりますので、受診券の対象とはなり

ません。 

○澤谷淳子委員 安心しました。受診の回数には、

異状があった場合は健康保険のほうのということ

を今おっしゃいましたので、また引き続き安心し

て出産できるよう、助成していただければと思い

ます。 

 同じくまた、次の 71 ページの新生児聴覚検査

事業ですけれども、これも今と同じように少しだ

け予算減なのは、新生児が減る見込みだと思うの

ですけれども、昨年の検査の数などはいかがだっ

たでしょうか。また、聞こえも早い段階でするこ

とで、その先の対応が違ってくると思いますので、

その後の連携する担当課がずっと変わらず同じと

ころでずっと見てもらえるのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 平成 30 年度の実績数

でありますが、212 名の対象者に対し、203 名が

検査をしており、95.8％受診しております。 

 本年度につきましても、１月末時点で 88.2％

の受診率で、ほとんどの方が受けている状況です。 

 連携等に関しては、それぞれ出産される場所も

違いますので、まずそちらの病院で検査をしてい

ただいて、里帰りの部分はこちらでも償還払いで

対応しております。 

 連携の部分に関しても、医療と市町村が連携し

合いながら、体制を組んで支援していける体制に



-56-  

はなっております。 

○澤谷淳子委員 理解いたしました。 

 同じくまた、71 ページの５歳児健康相談事業

ですけれども、こちらは逆に年次のお子さんの健

康相談を希望される方への事業なのですが、こち

らは少し増額になりました。 

 発達障がいなどの不安を抱える保護者の方が増

えているからかなと思うのですけれども、こちら

の相談件数などはどのぐらいあったのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 ５歳児健康相談事業に

関してなのですけれども、アンケートのほうは配

布数 219 で、アンケートの返送数が 147 通という

ことで、約７割の方がアンケートを返送してきて

おります。そのアンケートを回収した中で、保健

師がそのアンケートを分析し、必要時に関係機関

と連携をとりながら対象数をそこで絞っておりま

す。 

 その結果、５歳児相談につながった方は、対象

者 21 名中受診者 14 名というふうになっています。 

 この事業は、美幌療育病院の作業療法士と言語

療法士にお手伝いいただいて、子供発達支援セン

ターの方と一緒に年長児ですので、よりよい就学

を迎えていただくために立ち上げた相談事業であ

ります。 

 初年度なので、いろいろな面で課題がある部分

もありますので、来年度に向けてまた検討してま

いりたいと思っております。 

○澤谷淳子委員 こちらも理解いたしました。あ

りがとうございます。 

 次、同じ 71 ページで、すみません、産後ケア

の事業についても質問いたします。 

 この産後ケア事業も予算が半分以下になりまし

たけれども、特に初産の母子については生後４カ

月でも、それ以降でも本当に大変だと思うのです

が、相談、指導の利用はどうだったでしょうか。 

 網走は赤ちゃん訪問もしてくれるというのも聞

いているのですけれども、それとは別に、自分か

ら相談したい、利用できないくらい疲れる時期で

もあるので、予算が減って少し心配しております。

減額の理由は何でしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 産後ケア事業の利用実

績につきましては１月末時点で 41 人、延べ 64 回

であり、訪問型利用が 31 件、来所型の利用が 33

件、宿泊型の利用はありませんでした。 

 １人当たりが利用できる回数としましては、訪

問型と来所型合わせて３回までで、１月末時点で

１回のみの利用は 41 人、２回の利用は 14 人、３

回の利用は９人となっております。 

 予算の算出につきましては、初年度は見込みが

大きかったため、次年度は今年度実績に合わせた

予算計上となっております。次年度につきまして

も、支援体制の充実を図りながら事業の周知に努

めてまいります。 

○澤谷淳子委員 聞いて安心しました。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、次 65 ページの法人立幼稚園施設質

向上利用補助金ということで、幼稚園、保育園、

合わせての予算だと思うのですけれども、保育の

無償化で下のお子さんも預ける方などもいて、園

児も増えて、先生の不足もある思っていましたが、

拡充の予算ということで説明会を受けたとき、人

件費というお話をされていました。何名ぐらい先

生を増やすというか、何名ぐらいお考えだったの

でしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 法人立幼稚園施設質

向上事業補助金の拡充の内容についてでございま

すが、この事業につきましては、幼児教育、保育

の無償化に合わせまして、民間の幼稚園施設が国

の配置基準職員数を超えて幼稚園教諭等を配置し、

支援が必要な園児へのサポート体制を充実させる

ために必要な費用としまして、人件費の一部を助

成することによりまして、教育施設の質の向上を

図ることを目的としておりまして、幼稚園施設に

拡充をしまして取り組むものでございます。 

 各園につきましては、園児数により基準を設け

ておりますが、基本的には各幼稚園で１名分の２

分の１相当の人件費の額を助成するものでござい

ます。 

 なお、保育事業につきましては、今まで法人立

保育事業補助金によりまして同様な助成をしてお

りましたけれども、今回の教育施設への拡充に合

わせまして、事業名称も法人立保育園施設質向上

事業補助金に変更しまして、継続して実施してま

いります。 

○澤谷淳子委員 各園、１名増員というようなこ

とで、よかったと思いますが、幼稚園、保育園、

施設質向上ということの事業というふうな名目に

なっていて、幼稚園もありましたら、園長先生が、

本当に保育士さんの質を高めたい、研修、勉強会

ももっとしていきたいということをおっしゃって
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いたのですが、そういう研修のための費用などは

これには全く含まれないということですか。 

○清杉利明子育て支援課長 保育士、教諭等の質

向上につきましては、施設型給付費で市から運営

費等につきまして給付をしておりますが、その中

に職員研修費や研修時におきます代替職員の賃金、

さらには、キャリアアップのための研修受講後に

おきます賃金アップ分につきまして算入されてお

りまして、各園におきましては、質向上のために

積極的に研修受講を促進している状況にございま

す。 

○澤谷淳子委員 もう既にそれはまた別であった

ということで理解いたしました。ありがとうござ

います。 

 それでは、最後に同じ 65 ページの病後児保育

事業、こちらも施行されて１年がたって、昨年の

利用状況をお伺いしたいと思います。昨年、ちょ

っと答弁の中で、１日３人までという利用の限定

があったものですから、インフルエンザ等の流行

性のとき、定員を超えるようなことがあった場合

はどうするのでしょうかという質問に対して、１

日１人ぐらい増えるのはできても、それ以上はお

断りをせざるを得ないような形ですというような

答弁だったと思うのですが、今後、そのようなと

きも増やすことはできそうなのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 病後児保育事業につ

きましては、本年度から開始をしました事業でご

ざいますが、２月末現在におきましての利用状況

につきましては、ゼロ名という状況になっており

ます。 

 また、定員につきましては、１日当たり３名と

なっておりますが、職員配置としましては、看護

師と保育士を配置する、また、実施場所におきま

しては、保育室のほか、静養機能を持つ安静室を

利用するなどの要件などもございまして、面積基

準につきましては、平米数等の基準はございませ

んが、一定程度の面積を有する必要があることか

ら、利用状況も踏まえまして、今のところは定員

ですとか箇所数を増やすということは難しい状況

と考えております。 

○澤谷淳子委員 実際には利用がなかったという

ことでしたので、皆さん健康であったのであれば

よかったのですが、利用しずらかったのかもしれ

ないという、そういう心配もあるのですが、また

今後、実際に病児保育の設置の見通しなどをお伺

いしたいのですが、実際は今回のコロナもそうだ

ったのですけれども、本当にお子さんが病気にな

ったときに、親が職場を休める社会になっていれ

ばいいのですけれども、今後のことも含めて、病

児保育の設置の見通しなどはいかがでしょうか、

お伺いいたします。 

○清杉利明子育て支援課長 病児保育の設置の見

通しについてでございますが、病後児保育と違い

まして、病児保育におきましては、実施場所につ

きましても、保育室のほか隔離機能を持つ観察室

を有することですとか、病児保育専用の調理室を

有しなければいけないなどの条件もございます。 

 また、先ほども御説明させていただきましたが、

病後児保育におきます利用状況におきましても、

事前登録者につきましては７名ほどおりますが、

利用者は本年度はいないということで、病後児保

育の利用状況ですとか、また、医師との十分な連

携体制の構築をしなければいけないなどの課題も

あることから、現状におきましては、病児保育の

設置につきましては、利用状況等も踏まえる中で

考えますと、大変難しい状況にあると考えており

ます。 

○澤谷淳子委員 現状を聞きまして、実際に厳し

いなというのはわかりました。先ほども言いまし

たけれども、保護者がお子さんを抱えて病気にな

ったときに休めて、休業の保障をされるのであれ

ば、子供を親というか保護者が見るということは

十分できると思いますので、病児、病後児含めま

して、そういう検討も将来はやっていってほしい

なと思います。休業保障の部分やっていってほし

いなと思います。 

私の質問は以上です。 

○立崎聡一委員長 次、古田委員。 

○古田純也委員 予算説明書 69 ページ、地域医

療対策事業、24 時間電話健康相談サービス事業

についてお伺いいたします。 

 開始当初より利用者が大幅に増えた理由をどの

ように分析しているか、お示しください。 

○永森浩子健康推進課長 本事業は、網走健康ダ

イヤル 24 として平成 25 年度より開始した事業で

ありますが、開始初年度は延べ 666 件の利用件数

で、相談数は年々増加し、平成 30 年度は 1,534

件、今年度は１月末現在で 1,332 件であり、月平

均に換算すると 133.2 件と、昨年より多い状況で

す。 
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 相談数が年々増加している理由といたしまして

は、まず一つには、健康カレンダーや市の広報の

裏面への掲載、赤ちゃん訪問や子育て安心ガイド

での周知等をしてきたことで、24 時間相談でき

る場として市民に認知されてきていることがある

と考えられます。 

 また 24 時間、医師や看護師、保健師や助産師、

薬剤師や栄養士などの専門職が相談にのれる体制

になっておりますので、病院に行ったほうがよい

か判断に迷うときなどは役立ち、リピーターも多

いと推測されます。 

○古田純也委員 大変、年々数が増えているとい

うことなのですが、実はこの利用者の数が増える

と、委託している委託料という部分に関しては、

増加はあるのかどうか、ちょっとお伺いいたしま

す。 

○永森浩子健康推進課長 利用数と委託料につき

ましては、委託料は市の世帯数を基準に設定され

ていますので、相談数に増減があってもその年の

委託料は変わりません。 

○古田純也委員 では、かなりの件数が寄せられ

ている相談の内容で、いろいろフィードバックが

あると思いますが、そのフィードバックを得て、

全体の傾向や網走の分析などをしているのか、お

伺いいたします。 

○永森浩子健康推進課長 相談件数や主な内容に

つきましては、毎月報告をいただいており、相談

内容の傾向といたしましては、気になる体の症状

についての相談が一番多く、次いで治療に関する

相談、家庭看護や育児に関する相談が多く、相談

者は 30 代の女性が多く、相談対象数も１歳から

５歳が多いことから、母親からの子供に関する相

談が多い傾向にあります。また、昨年度より 50

歳代の男性の相談が多いなどの傾向もあり、その

年によっても変化があります。 

○古田純也委員 私も 50 代の男性になりますの

で、しっかりこのサービスを私も利用していきた

いと思います。 

 以上で終わります。 

○立崎聡一委員長 次、村椿委員。 

○村椿敏章委員 予算説明書の 59 ページ、障が

い者福祉の就労継続支援給付事業についてです。 

昨年よりも 5,000万円増えております。増えた

内訳ですが、雇用する施設が増えたのか、働く障

がい者の人数が増えたのか、また、昨年度の実績

を参考にしたものなのか、お聞かせください。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 就労継続支援事業の平

成 31 年度、前年度の当初予算は、就労のＡ型が

30名、5,608日、就労のＢ型が 78名、１万 5,815

日の利用を見込んでおりました。 

 同事業の新年度、令和２年度の予算におきまし

ては、Ａ型が 32 名、6,649 日、Ｂ型の利用が 93

名、１万 9,945 日の利用を見込んでおります。 

 Ｂ型利用において大幅に利用者及び利用日数が

増加しておりますが、その理由については、平成

31 年度の予算編成時に市内の１事業所が北海道

から指定取り消し処分を受けていたため、同事業

所の利用者分を積算に含めておりませんでした。

令和２年度、新年度予算編成時においては、指定

取り消し処分が裁判所の決定により執行停止とな

っているため、同事業所分の利用者を積算に含め

たということで、大幅な増加になっております。 

○村椿敏章委員 昨年度は 1,500 万円、それから

3,700 万円の２度の補正予算で増えているのです

が、今回も 5,000 万円増えたというところでいき

ますと、国費が２分の１の道費４分の１、市費４

分の１、そのような配分になっていたかと思うの

ですが、それと変わらないというふうに考えてよ

ろしいでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 財源の内訳については

変わりません。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 今回、障がい福祉計画策定事業、49万 7,000円

が上がっていますけれども、昨年、私、質問した、

企業に働く障がい者の人数について聞いておりま

したが、ハローワークに聞いても、網走市内の人

数については把握していないということで、市は

このことについて企業への聞き取り調査をしてい

きたいということでしたが、今度の計画を策定す

るに当たって、市内の実態を押さえて、この計画、

障がい者の雇用をどのように増やしていくかとい

う目標を立てていくべきだと思いますが、その点

について伺います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 障がい者の就労につい

て、障がい者福祉計画策定事業を令和２年度に実

施しますが、その計画策定に当たって、市内の障

がい者手帳所有者や、手帳を所有せず児童通所す

るサービスを利用している障がい児を対象にアン

ケートを実施していくことになります。 

 アンケートは、600 名程度を無作為に抽出して
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実施することとしております。 

 このアンケートの中で、今後設置するアンケー

トの内容については、障がい者福祉計画策定委員

会で協議、決定することになりますが、現在のと

ころ、前回の計画策定時にも実施しておりますが、

障がい者の生活の状況、権利擁護、福祉サービス、

保健医療等の項目のほかの中に、雇用、就労も含

めて説明を設定し、本市の障がい者を取り巻く現

状支援やサービス提供に関する要望、就労も含め

て調査をすることにしております。 

○村椿敏章委員 障がい者の方が、何を求めてい

るかというところのアンケート調査をした上で、

計画を立てるということでわかりました。できれ

ばアンケートだけではなく、市内にどれだけ企業

に勤めている方がいるのかという実態の把握も、

ぜひ進めていただきたいと思いますが、その点に

ついてはいかがですか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 障がい者の就労、企業

での実態の把握についてですけれども、この計画

策定に当たりましては、ハローワークですとか関

係機関等とも協力もいただきまして、そういった

把握についても努めていきたいと考えております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 それでは、予算者の 65 ページ、へき地保育事

業について、今年度拡充されておりまして、

6,679 万 6,000 円となっておりますが、この３月

に運営の要綱案が議会に報告されました。その運

用の要綱を決めて、適正な管理運営を進めること

になったと思うのですが、その分の事務費が増え

たということで捉えてよろしいのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 へき地保育所におき

ます予算の増額の内訳でございますが、昨年度の

予算が 636 万 4,000 円でございましたので、319

万 2,000 円が増となっております。そのうち、僻

地保育所への運営委託料につきまして 267 万

4,000 円、それから、大型備品購入分としまして

33 万円、バス運賃の無償化によりまして 15 万

8,000 円の増などもありまして、トータルとしま

して 319 万 2,000 円の増となっております。また、

運営委託料の 267 万 4,000 円増の内訳でございま

すが、その委託料増額のうち、加配職員等を含め

ての保育士人件費におきまして約 200 万円の増と

なってございます。 

○村椿敏章委員 今、保育士の人件費で 200 万円

ほどの増だということなのですけれども、年齢が

上がったとか、報酬が上がったとか、そういうふ

うに考えてよろしいのですか。 

○清杉利明子育て支援課長 へき地保育所におき

ます保育所職員の雇用主につきましては運営委員

会でありまして、市としましては、運営委託料に

おきます保育士の給料基準に基づき、委託料を交

付しているという状況でございます。 

 これで来年度の運営委託料基準におきます、保

育士人件費に係る改正点の主なものとしましては、

市の会計年度任用職員に準じた給料等の改正をし

たほか、主任手当の創設、また、処遇改善手当に

キャリア制を導入する、また、加配職員におきま

しては、３歳未満児に対する加配を新設するなど

の改正を行っております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 私もへき地保育所に働く保育士さんの待遇につ

いては、どうなっているのかなという部分がかな

り疑問だったのですが、今の答弁で、会計年度任

用職員と同等の待遇というふうに捉えます。ただ、

休日のことが会計年度任用職員については書かれ

ていると思うのですけれども、僻地保育所の保育

士さんについても、休日については同じような形

で考えてよろしいのでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 この休日の取り扱い

につきましては、各運営委員会が雇用主で契約を

結んでおりますが、それぞれによりまして多少の

違いはございますが、基本的には土曜日は隔週で

開園をしておりますので、また、その時間も１日

のところもあれば、午前中だけというようなとこ

ろもございまして、変則ではございますが公立の

保育園とは違いまして、僻地保育所につきまして

は、夏休み、冬休み等の長期休暇もございますの

で、その時間分等を土曜日のほうに振り向けたり

ということで、全体としては同様な週５日程度の

勤務条件となっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 そうなれば、毎月の給料については、夏休み、

冬休み関係なく、運営委員会で毎月同じだけ支払

われていということで捉えてよろしいですかね。 

○清杉利明子育て支援課長 常勤の保育士につき

ましては月額で契約をしておりますので、それに

基づいて、基本給のほか、手当ですとか等を加算

しまして支給をしております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 休暇についても、ぜひ会計年度任用職員と同じ
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ような待遇にしていくことで、保育士さんが働き

やすく、そして、なかなか集まらないという部分

も聞いておりますので、雇用を守っていく、人数

を確保していくという面でも、今後検討していた

だきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 質向上事業補助金については、先ほど澤谷議員

から質問があったので、これについては省略させ

ていただきます。 

 次、地球温暖化対策事業についてです。 

 平成 31 年度予算は 51 万 3,000 円、今年は 50

万 9,000 円と、僅かですが落ちています。昨年の

ＣＯＰ25 で若者が温暖化を止めようと大きな運

動が世界中で巻き起こっております。この流れは

これからもどんどん進むと思いますが、今後、網

走市は温暖化対策をどのようにして取り組んでい

くのか、伺います。 

○近藤賢生活環境課長 地球温暖化対策の推進で

ございますが、市では、市の事務事業について発

生する温室効果ガスの排出量を管理するため、地

球温暖化対策実行計画に基づき、平成 19 年度か

ら、事務事業に伴う温室効果ガスの排出量を算定

しています。これについては計画に基づき、引き

続き実施していくこととしております。令和２年

度におきましては、環境展で利用する地球温暖化

防止に関する啓発パネルの作成と、配布する小冊

子の印刷を予定しております。 

 市としましては、地球温暖化防止対策を全市民

に啓発するため、機会あるごとにチラシなどを作

成し、これまでも事業所、市民に対してチラシを

作成して、10 の取組ですとか、小さな運動では

ありますが、皆で取り組めば地球温暖化を防止で

きるということで、事業を進めてまいりたいと考

えております。 

○村椿敏章委員 計画に基づいて進めていくとい

うところですけれども、それが過去に行われた計

画だと思うのですが、状況も変わってきておりま

すので、計画の見直しも含めて、どのように進め

ていけばいいかというのを今後考えていただけた

らと思います。 

 この地球温暖化対策事業についてですが、国か

らの補助事業とかはないのでしょうか。もしなけ

れば、やはり網走の流氷を守っていくという部分

では、網走独自の事業になっていくと思うので、

ふるさと寄附の中に温暖化対策というのを入れて

みるというのも、いいのではないのかなと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 限られた予算の中で啓発

事業を実施しているところですが、環境省ではク

ールチョイスの事業など、様々な補助事業が用意

されております。市としましても、導入できる事

業は積極的に取り入れて、そういった際には大き

な事業を推進していきたいと考えております。 

 これまでの補助事業の関係ですが、平成 28 年

度には環境省の二酸化炭素排出削減促進事業、こ

ちら、400 万円ほどの定額補助をいただきまして、

市民みんなで電気自動車を体験する、エコドライ

ブを習う、こういった事業を進めております。 

 また、30 年度は同じ事業なのですが、こちら

も 470 万円ほどの定額補助を受けまして、市内の

流氷館ですとか、観光協会の協力をもとに、流氷

をテーマとした地球温暖化対策の啓発資料、漫画

雑誌、こちらを作成しまして、子供たちに対して

資料を配る、そういった啓発活動も行っています

ので、こちらのほうアンテナをしっかり張って、

利用できる補助事業は積極的に取り入れてまいり

たいと考えております。 

○村椿敏章委員 今、計画の部分についてなかっ

たものですから、今の計画というのは何年までさ

れているものなのですか、伺います。 

○近藤賢生活環境課長 ふるさと寄附のほうは、

そちらの担当部局と１回調整をして、どのような

活動ができるか考えることも、情報をとることも

必要と思います。 

 それから、計画のほうなのですけれども、地球

温暖化の実行計画でございますが、今、市の方の

地球温暖化の実行計画は、平成 27 年度を基準年

度としまして、基準年度は 27 年度なのですが、

期間が 29 年度から令和３年度まで、５年間の計

画がございますので、こちらの中では、市の事務

事業に関する温室効果ガスの削減のほうは進めて

まいりたいと考えております。 

○村椿敏章委員 ぜひ、早目に計画の見直しをお

願いしたいと思います。 

 もう一つ、温暖化対策といえば太陽光発電があ

りますが、太陽光パネルを設置するときに市の助

成があったと思います。しかし、この太陽光パネ

ルも耐用年数もありますし、更新時期もそろそろ

来ているとお聞きします。この更新に対して助成

すべきと考えますが、見解を伺います。 
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○近藤賢生活環境課長 生活環境課の事業で、以

前は住宅用太陽光発電の設置に対して、国の補助

金を活用して助成をしていた経過がございます。

なお、更新に係る助成というのは現在設けていま

せんので、そういったことから、そのメニューも

確認することも必要なのですが、当市の建築のほ

うでも住宅リフォーム資金のほうもあるので、そ

ちらのほうの関係もあわせ持ちながら、その事業

の中で当市でも導入できるものについては考えて

まいりたいというふうに……。 

○立崎聡一委員長 答弁調整のため、暫時休憩し

ます。 

午前 10時 51分 休憩 

───────────────────────── 

午前 10時 52分 再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 村椿委員の質疑に対する答弁から。 

 生活環境課長。 

○近藤賢生活環境課長 太陽光発電関係の補助事

業ですが、市のほうで住環境改善資金補助制度と

いうのがございまして、その中で、太陽光発電シ

ステム、その他、ペレットストーブの新規の設置

といった、温室効果ガス削減に関係するメニュー

がありますので、その中で対応することも可能と

考えております。 

○村椿敏章委員 わかりました。ぜひ、太陽光パ

ネルの更新についても助成していただけるように

進めていただけたらと思います。 

 次の質問に移ります。 

 ごみの分別についてですけれども、先日、市民

の方から、包装用プラスチックの分別方法につい

て、市としては包装用プラスチックの分別をする

ときには、異物が入っていてはだめだというのも

ありますし、食べ物が付着している場合は、汚れ

ている場合は軽く洗って乾かすという部分がある

と思います。私はどちらかというと軽く水で流し

て、そしてそのまま袋に入れたりして、あまり乾

燥させてはいないのですけれども、若い人や真面

目な市民の方は、それを当然のように受け取って、

それで余計、ごみを分別するのが面倒になってい

るのではないかなと思います。 

 市のほうでは、分別の許せる範囲というのです

か、そういう部分を表現したほうがいいと思うの

ですが、また、今ある大きい家庭ごみの分け方、

出し方というポスターがありますが、広いところ

であれば貼っておくのもいいのですけれども、な

かなか運用としては、あれを全部見るというのは

大変だと思うので、もう少し簡単なチラシを作成

したりするというのもどうかなと思うのですが、

いかがでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 容器包装プラスチックの

出し方でございますが、容器包装リサイクル協会

の基準というのがございまして、その中で、軽く

すすいで乾かして出すという表現がございます。

これは引取先が再生プラスチックをつくる場所、

それは一度、処理工場で洗ってから処理をしてい

る、また、もう一つの引き取り場所はサーマルリ

サイクルといいまして、コークス炉の化学原料化

といいまして、燃料化する施設がございます。そ

ういったものはそのまま火の中に投入するので、

余り、多少の汚れとかは見逃してはいただけるの

ですが、どちらのほうの形でリサイクルされるか

わからないということがございまして、基準とし

ては軽くすすいで、できれば乾かして出すという

表現があります。ただ、あまり難しいことを書く

と、出すのが難しいところは確かにございますの

で、原則としましては、容器包装プラスチック、

生ごみはその分類で分けていただけるように、融

合するわかりやすいチラシをつくるということは

大変重要なことだと思います。さらに、その中身

の例えばリサイクルの方法とかを勉強したい、知

りたいという方には、ガイドブックを見ていただ

くような、そういう誘導ができれば分別も進むと

思いますので、わかりやすいチラシの作成と表現

の方法について、今後とも検討してまいりたいと

考えております。 

○村椿敏章委員 ぜひ、よろしくお願いいたしま

す。 

 包装プラは結構かさばるので、袋もたくさん使

うような形になると思うのですが、小さく折り畳

んでプラの袋に入れて出すということは特に問題

ないのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 容器包装プラスチックで

すが、大変かさばる廃棄物でありまして、そうい

ったことがありますので、潰したり、切ったり、

同じような形のものはきれいに重ねるといったこ

とでコンパクトにできますので、そういった加工

といいますか、潰したり踏んだり、そうして出す

ことは可能でございます。 
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○村椿敏章委員 わかりました。 

 次、今回、ざつ紙選別施設整備事業で 900 万円

つけていますが、この事業はどのような事業でし

ょうか。 

○近藤賢生活環境課長 平成 29 年度から新たな

分別を始めた際に、雑紙の区分について、各地区

で詳しく説明した経過がございます。その結果、

雑紙の分別に協力していただける方が大変増えて、

搬入量が多くなり、もともとは屋内の選別施設で

作業をすることを予定していたのですが、雑紙の

数が多いことで、外での作業を余儀なくされてい

る状況にあります。そのため、作業環境を改善す

るために、今回、予算計上したところでございま

す。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 私、前回の質問のときに、アパートに住む方た

ちの中で、結構ごみの分別がされていない場合が

多いので、収集ステーションを増やしたほうがい

いのではないですかという指摘をしていたのです

が、その分の予算というのは、今回で言いますと、

ごみステーション維持管理事業というふうに見て

いいのでしょうか。とにかく、置いてきぼりのご

みを少なくする方法を探してほしいと思うのです

が、その少なくする方法をどのように考えている

のか、伺います。 

○近藤賢生活環境課長 ごみステーション維持管

理事業でございますが、こちらはごみステーショ

ンの作製と修繕、それから違反シールをつくる金

額を計上しているところであります。 

 今御指摘のありましたアパート、マンションの

ごみステーションですが、基本的にはオーナーの

方に作製していただいて、設置をしていただくと

いうことを求めているところですが、どうしても

そちらのマンションで用意することができないと

いう場合は、市のステーションを使うこともあり

ますので、この事業については、ごみステーショ

ンに関する予算ということで、そういった出し方

の悪いステーションの改善ですとか、壊れたステ

ーションの改善、さらにはアパート等が密集して

いて置く場所がないところに市で設置する、そう

いったところの予算として計上をしております。 

○村椿敏章委員 このごみステーション維持管理

事業以外に拡充というか増やしていって、ごみス

テーションを増やすということを今後も求めてい

きたいと思います。 

 毎日のごみのことですから、やっぱり市民の方

は、残されたごみというのには大変嫌な思いもし

ていると思いますので、ぜひ改善をお願いいたし

ます。 

 これで私の質問を終わります。 

○立崎聡一委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午前 11時 00分 休憩 

───────────────────────── 

午前 11時 10分 再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続けます。 

 石垣委員。 

○石垣直樹委員 おはようございます。 

 私のほうからの質問ですが、既に先に質問され

た部分があるので、まず初めに、新型コロナウイ

ルス、確実に網走市内において影響を及ぼしてき

ております。目に見えて観光客が減っている。そ

して、ついには宿泊業、ホテルにおいて、宿泊者

数がゼロまたは１桁になったという話も伺ってお

ります。 

 宿泊業、観光に関しては、裾野が広い業種であ

ると伺っております。クリーニングにしろ、食材

の仕入れにしろ、様々な分野で、今後、影響が出

てくるかと思います。 

 網走市の試算では３億 7,000 万円という試算も

出ておりますが、特に飲食業がひどいことになっ

ていると感じております。先週もお店ががらがら、

お店を閉めている店さえもございました。先週の

末ぐらいから、振興局や開発とか警察のほうで若

干動きが見られたというふうに感じております。

また、昨日からは少し人がまちに出ているのでは

ないかという話も伺っておりますが、基本的に市

内の企業、全国の企業におきましては、６割が赤

字というのが実態でございます。二、三カ月後に

は大変なことになっているかと思います。これが

表面化したらもうおしまいだと思います。表面化

したらもう手立てができない。ぜひとも今のうち

に、表面化する前に、何かしらの手立てが必要で

はないかと考えております。インターネットのと

ある網走に関して書かれている掲示板では、今こ

そ政治の力だとも書かれております。今は本当に

行政が、網走市がリーダーシップを発揮して、大

胆な行動を起こすべきかと思っております。 

 志誠会におきましては、近藤議員を中心に、新
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型コロナウイルスの実態アンケート調査を行いま

した。明日の商工の部分で少しお披露目できれば

と思っております。 

 それでは、本日の質問に移らせていただきます。 

 青少年センター運営事業についてお伺いいたし

ます。 

 昨年度が 126 万円の予算から、本年度 164 万

6,000 円と増額されておりますが、それの増額理

由を教えてください。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 青少年センター運営事

業の前年度からの増額理由についてでありますが、

青少年センターは市の社会福祉課内に事務局を設

置しておりますが、そこに配置、専任の指導員１

名をパートから月額雇用の会計年度任用職員に移

行するということで、その人件費が増加したもの

でございます。 

○石垣直樹委員 会計年度任用職員の制度導入に

より、人件費が 25％増加したということだと思

います。 

 青少年センターはソレイユという認識でござい

ますが、体育館利用が多いかと思います。本セン

ターの趣旨は、青少年に対する相談、指導等を図

り、福祉の増進に関わる目的があるかと思います。

非行防止の取組があろうかと思います。 

 その利用状況、利用実態についてお示しくださ

い。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 青少年センターにつき

ましては、青少年の非行防止ということで、青少

年指導員を委嘱しまして、市内を巡回して、青少

年に対する声かけであるとかを行っているもので

ございます。 

 桂町の勤労青少年ホームというのがございます

が、それとは全くの別組織でございます。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。 

 ちょっと認識が間違っていたようでございまし

た。しかしながら、非行防止の青少年センター事

業は重要であると思います。最近はなかなか家を

出ない子供も多いと思いますが、この取組は引き

続き続けていくべきだと思います。 

 次に、日本脳炎予防接種事業についてお伺いい

たします。 

 本事業の対象人数、対象範囲について教えてく

ださい。 

○永森浩子健康推進課長 日本脳炎の対象年齢で

ありますが、日本脳炎の標準的な接種期間として

は、１期を３歳から４歳までに２回、追加として

４歳から５歳までに１回、２期を９歳から 10 歳

までに１回、計４回の接種となっております。し

かしながら、現在、以前から北海道は感染の地区

ではないということで、定期接種でありましたが、

接種を控えていたところ、全国的に定期接種とな

ったことから、北海道は平成 28 年から定期予防

接種にしまして、北海道に基づく勧奨スケジュー

ルで今実施しており、標準的な接種対象のほか、

優先接種対象として３歳から７歳６カ月未満、11

歳、12 歳、18 歳から二十歳未満を現在対象とし

ております。全体の接種対象数は 2,516 人となり

ますが、その年齢に２回接種などあり、接種見込

み延べ数は 2,411 回分を見込み、予算計上してお

ります。 

○石垣直樹委員 この日本脳炎に対する接種が定

期接種になられたとお伺いしましたが、昨年、網

走市内におきまして壊死脳炎が発症したお子様が

おられます。このように、脳炎に関する発症後の

網走市における何か支援策があればお示しくださ

い。 

○永森浩子健康推進課長 日本脳炎に限らず、病

気への直接的な支援はありませんが、後遺症など

の状況により、福祉サービスの支援や指定難病で

ある特定疾患等に当てはまる場合は、特定疾患等

患者通院交通費助成事業などがあります。 

○石垣直樹委員 その後の病後の取組があるとい

うふうにお伺いしました。 

 本事業は定期接種になったとお伺いしましたが、

日本脳炎というくくりも必要かと思いますが、そ

れ以外の脳炎にも対応できるような幅を持たせる

等の施策が必要ではないかと思っております。 

 続きまして、障がい者訪問入浴サービス事業に

ついてお伺いいたします。 

 この事業の昨年度の利用者数を教えてください。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 障がい者訪問入浴サー

ビス事業の利用者につきましては、制度創設の平

成 27 年度は２名、それ以降平成 30 年度までは、

障がい児２名、障がい者１名の合計３名となって

おりました。そして、本年度、平成 31 年度にお

いては、２月現在で障がい児が３名、障がい者２

名の合計５名が利用しております。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。 

 昨年の予算から 150 万円の増額となっているか

と思います。これは今後、利用者数が伸びるとい
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う見通しなのか、教えてください。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 平成 31 年度予算につ

いては利用者３名で積算を行ったところですが、

年度内、新規の利用が２名あったことから、令和

２年度、新年度の予算については５名での積算を

行い、予算が増額となっております。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。 

 高齢化が進むと、また様々な要因を含めて、今

後利用が増えていくかと思っております。少し懸

念されるのが、この事業を行う事業者数が足りて

いるのかなというふうに少し疑問に思っておりま

すが、今後の経緯を見据えて、後ほど次回にでも

質問させていただきたいと思います。 

 そして最後に、開業医誘致推進事業についてお

伺いいたします。 

 本事業ですが、開業医が増えるということは非

常にうれしいことです。今回の補助は、この開業

に対する何に補助するものなのか、教えてくださ

い。 

○武田浩一健康福祉部次長 開業医誘致推進事業

に係る助成金の対象経費の御質問ですけれども、

開設する診療所に係る土地、建物、医療機器等、

これは診療のために必要な機械ですとか備品を含

みます。これの取得費及びこれらの賃借料が助成

の対象経費となりまして、その合計額の 100 分の

50 に相当する額を、5,000 万円を上限として助成

するものでございます。 

○石垣直樹委員 ２件、１億 35 万円の予算がつ

いておりますが、この土地や建物、医療機器、賃

借料がございますが、この支払われる補助金の細

目、細則等がそれなのかなというふうに思うので

すけれども、こういった補助金を行った後、この

補助金が市内に回るのか、具体的に言うと、建物

の建築が市内業者で行われますとか、そういった

くくりがあるのか教えてください。 

○武田浩一健康福祉部次長 助成事業につきまし

ては、網走市開業医開設助成金交付要綱に基づき

実施しているものでございます。交付につきまし

ては、開業後、自主的報告に基づきまして、助成

金確定後、交付する形となります。現在、例えば

準備を進めている開業医の方が、建築業者を選定

するに当たっては、市内業者及び近隣の自治体の

事業者数社へ病院建設に係る御案内、お声がけを

して、プロポーザル及びその施工金額等により業

者を選定したというふうに伺っているところでご

ざいます。 

○石垣直樹委員 結構な額の補助でございますの

で、できれば市内、地域内で循環する補助メニュ

ーや施策が必要かと思います。 

 私からの質問は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 次、永本委員。 

○永本浩子委員 それでは、予算書の 57 ページ、

総合福祉センター管理運営事業についてお聞きし

たいと思います。 

 社協の入浴サービスなのですけれども、現在、

利用者は何人ぐらいいるのでしょうか。また、ど

ういった方たちが利用しているのか、利用状況を

お伺いいたします。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 総合福祉センターの入

浴サービスでございますが、社会福祉協議会のほ

うで実施をしておりまして、１日平均約 70 名の

利用がございます。利用の内訳につきましては、

これについては、高齢者、障がい者、母子世帯等

が利用できるサービスでございますが、高齢者が

約９割、平成 30年度の実績で、6,008名、約９割

が高齢者の利用でございます。その他、身体障が

い者が 430 名、母子世帯が 15 名、知的・精神障

がい者が 231 名の利用で、合計 6,684 名の利用が

ございました。 

○永本浩子委員 今、利用状況をお伺いして、結

構な方が利用してくださっているのだなというこ

とを確認させていただきました。 

 先日、今年から社協の大集会室を利用して、ふ

れあいの家に代わる取組として、「お話広場えが

お」というのを新しくスタートするというお話を

いただきまして、私もちょっと見に行かせていた

だいたのですけれども、本当に結構多くの高齢の

方が参加されていまして、皆さん楽しくいろいろ

な体操とか、いろいろな取組を楽しまれていたと

いうことだったのですけれども、そのときお伺い

したら、ほとんどの方が入浴サービスをやってい

るのが第２、第４の火曜日ということで、現在、

多分、火、金で週２日制で入浴サービスがあるか

と思うのですけれども、こういった取組は本当に

すばらしい取組だと思いますし、介護予防にもつ

ながる取組だと思うのですけれども、そこで、ち

ょっと聞くところによりますと、社協のボイラー

がかなり老朽化しているということで、職員の方

にもちょっと確認をさせていただきましたら、取

り付けられたのが昭和 52 年で、既に 43 年経過し
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ていて、交換の部品もないような状況ということ

だったのですけれども、今回の 1,380 万 5,000 円

の管理運営事業の予算の中に、社協のボイラーの

更新というようなことは入っているのでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 令和２年度の予算の積

算については、このボイラー改修については見込

んでおりません。 

○永本浩子委員 かなりお金もかかるのかなと思

うのですけれども、そろそろボイラーの更新とい

うのも検討していただければと思っております。

私も高齢のひとり暮らしの方とよくお話をする機

会があるのですけれども、何が一番不安かという

と、１人でお風呂に入っているときに、何かあっ

たらどうしようというのが一番の不安だというお

話を何回か伺っていて、こういう社協の入浴サー

ビスとかというのは、そういった方たちにとって

はとても大事な取組になってくると思いますし、

また今度、新たに取り組まれている「お話広場え

がお」というところにも、そういった方たちが参

加者が増えていけば、本当に網走としてもいい流

れになってくるのではないかなと思いますので、

年度途中で故障してしまって、もう部品もないと

いう状況で、この入浴サービスが中止というか、

できないような状況になることはぜひ避けていた

だきたいと思いますので、検討をしていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 総合福祉センターのボ

イラー改修についてでありますが、現在設置され

ているボイラーは施設暖房、入浴、デイサービス

等に関連した設備であり、設置から現在のものは

改修後で 25 年が経過しております。ボイラーの

老朽化に伴う改修については、社会福祉協議会の

ほうからも要望を受けているところであり、今後、

総合福祉センターの全体の利用の在り方も含めて

検討してまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、67 ページの生活保護事業についてお伺

いいたします。 

 生活保護受給者の最新の人数と世帯数は、どう

なっているのでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 現在の保護世帯につい

てでございますが、２月末におきまして保護世帯

数 524世帯、人数が 647人となっております。 

○永本浩子委員 その中の内訳は、どうなってい

るのでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 保護世帯の内訳でござ

いますが、ひとり暮らし世帯が 524 世帯中 437 世

帯で、83.4％といった割合になっております。こ

の割合につきましては、平成 29 年が 79.4％、平

成 30年が 81％、昨年、平成 31年２月が 83％で、

ひとり暮らしの割合が徐々に増えている状況でご

ざいます。また、65 歳以上の高齢者世帯につき

ましては 316世帯で、全体の 60.3％を占める状況

になっております。 

○永本浩子委員 昨年も高齢世帯とひとり暮らし

世帯の増加ということで、質問があったところだ

と思いますけれども、やはり徐々にではあります

けれども、伸びているということで、今後、超高

齢化社会の到来というのが既に目に見えていると

いうところで、先日も文教民生委員会で医療費の

補正が入ったばかりということで、今後の医療費

の膨大ということが予想されるところですけれど

も、なかなか難しい問題と思いますけれども、ど

のような見通しを持っておられるのでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 生活保護の今後の見通

しについてでございますが、委員御指摘のとおり

高齢化社会の進展により、保護が必要となる高齢

者も増えていくことと予想されております。また、

今後全国的な傾向ですが、医療扶助の増加が予想

されており、国では令和３年１月から被保護者の

健康管理支援事業の実施を義務化し、被保護者の

生活習慣病の予防や重症化の防止への取組を進め

ていくこととしております。また、ひとり暮らし

の増加による孤独死なども今後の課題となってく

ることから、これからのケースワークの実施に当

たっては、市役所内の健康推進課だとか高齢者住

宅担当など関係部署との連携、医療機関、福祉施

設、その他関係機関の連携による取組が一層重要

になってくると考えております。 

○永本浩子委員 これから本当に大事な仕事とい

うか、非常に重要な仕事を担っていただくように

なると思います。今、課長のほうからもお話があ

りました健康管理支援事業、去年からやはり国も

そこに大変危機感を感じて、こういった事業をス

タートしたところだと思いますけれども、去年か

らスタートしたばかりですけれども、現在の取組

の状況はどのようになっているのでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 健康管理支援事業の取

組についてでありますが、平成 31 年度は被保護

者の平成 30 年度分の医療レセプトデータを分析
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し、被保護者の疾病傾向や健康診断の受診勧奨と

なる対象者の把握を行いました。令和２年度は、

平成 31 年度に把握した受診勧奨対象者増えの健

康診断の受診勧奨を実施するとともに、平成 31

年度分の医療レセプトデータの分析による生活習

慣病患者の把握、指定難病医療制度の対象者や自

立支援医療の対象となる方の把握などに取り組み

ます。 

○永本浩子委員 いよいよ令和２年度から実質の

取組ということで、多分、今行われている糖尿病

重症化予防プログラムのような形でレセプト分析

をしながら、今後、生活習慣病、もしくはそうい

った病気になる予想をされる方たちに対する直接

的な受診勧奨や生活の指導ということになってく

るかと思います。そうすると、今度、本当に保健

師さんたちの仕事の量も大変増えてくるかと思い

ますけれども、本当に大事な事業だと思いますの

で、取り組んでいっていただきたいと思います。 

 それでは次に、69 ページの開業医誘致推進事

業についてお伺いいたします。 

 ただいま石垣委員のほうからも質問があったと

ころですけれども、ちょっと別の角度からという

ことで、今回、２名のドクターが網走市に新しく

開業していただけるということで、代表質問でも

質問させていただいたところですけれども、今回、

この誘致推進事業に当たっては、推進のツールと

して、市のホームページや医療系の雑誌、また、

パンフレットを北海道の東京事務所に置かせてい

ただく、また人脈などを通じて周知するというふ

うに、去年、答弁をいただいていたところでした

けれども、今回開業を決めてくれたドクターはど

のツールでこの事業を知って開業に至ったのか、

ちょっとその辺のところを教えていただきたいと

思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 開業に当たっての開

業誘致事業を知ったツールというお話ですけれど

も、一人の方につきましては、網走在住ですので、

発表があったときに、ことしのまちづくりですと

か、事業発表のときですとか、新聞記事、パンフ

レット等々で情報を得たというふうに考えており

ます。 

 また、もう一人の方につきましては、開業に向

けていろいろな情報収集の中で、網走市のホーム

ページにヒットしたということで現在に至ってい

るということでございます。 

○永本浩子委員 ホームページでということで、

そうではないかなと思っていたので、そこにヒッ

トしてくれたということで、大変うれしく思って

おります。そのホームページを見て開業を決めて

くださった、その決め手となったのは何だったの

かなというのをちょっと、もしわかっていればお

伺いしたいと思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 一人の方、道内に勤

務されている方ですけれども、お話を聞くところ

によりますと、網走の住環境ですとか、人口規模、

まちの魅力、開業してからの採算性ですとか持続

可能性など、総合的に判断をしたと。この方につ

いては、他の候補地もいろいろあったようですけ

れども、その辺を含めて総合的に判断して網走に

決めていただいたということで伺っております。 

 また、その助成金も、網走で開業するに当たっ

ての一つの判断材料にはなったかと考えていると

ころでございます。 

○永本浩子委員 網走に実際に多分何度か見に来

ていただいてのお話だと思いますけれども、いろ

いろと手を打ったということが決め手となったと

いうことは、本当にうれしいことだと思います。 

 また、地元のドクターも、私も何度かお会いし

て、網走の開業医の問題とかドクターの誘致につ

いては御相談していたドクターでしたので、大変

うれしく思っております。 

 今後の誘致に関してなのですけれども、去年の

段階では、内科を含む診療科という方向性という

のが入っていたかと思うのですけれども、今後も

内科を含む診療科という方向性というのは変わら

ないのでしょうか。いろいろな方から、整形外科

とか泌尿器科を望む声もいただいているところな

のですけれども、その辺のところ、今後の見通し

をお伺いしたいと思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 今後の事業の方向性

についてでございますけれども、これまでも助成

金の創出から医師会と連携をとりながら事業を進

めてきたところでございます。先日も医師会の理

事会のほうに参加をさせていただきまして、意見

交換をさせていただきました。現段階では、令和

２年度につきましても、今年度同様、内科を含む

診療科の診療が可能な方というような形で継続す

るというようなことで、現在のところはそういう

形で考えているところでございます。 

○永本浩子委員 わかりました。 
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 市民の方からは、だんだん年をとると泌尿器科

もどうしてもかからざるを得なくなるとか、冬は

やっぱり滑って転んで入院した方が、うちの町内

会でも今年３人いらっしゃいまして、整形とか泌

尿器科というのもやっぱり大事な分野になってく

るかと思いますので、今後また医師会等とも相談

しながら検討していっていただければと思ってお

ります。 

 次に、がん検診推進事業についてお伺いいたし

ます。 

 これは多分、子宮頸がんと乳がん検診の無料ク

ーポン券の配付事業だと思いますけれども、令和

２年度で対象になるのは何人ぐらいいらっしゃる

のでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 令和２年度につきまし

ては、現在のところ、予算上でありますが、乳が

ん、子宮がん、合わせて 500 人を見積もっており

ます。直近で５月くらいに、いつもクーポンを郵

送しておりますので、そのときに住民票のある方

ということで対象者を決定する予定です。 

○永本浩子委員 無料クーポンの配付対象が、前

は私たちの年代もいただけていた時期が、５年お

きにということであったのですけれども、かなり

絞られたかと思うのですけれども、現在いただけ

る対象の年齢というのはどういった形になってい

るのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 子宮がん検診につきま

しては、その年度の４月１日時点で二十歳になら

れている方ということなので、実質 21 歳になら

れると思います。乳がん検診については 40 歳、

同じ考え方で、その年度に 41 歳になる方が対象

になるかと思います。 

○永本浩子委員 受診率は今どれぐらいなのでし

ょうか。 

○永森浩子健康推進課長 受診率につきましては、

平成 30年度については、子宮がん検診が 4.8％、

乳がん検診が 23％で、今年度につきましては、

２月末までで子宮がん検診が 6.5％、乳がん検診

は 16.7％という状況です。 

○永本浩子委員 かなり低い数字で、今びっくり

しているところなのですけれども、無料クーポン

券が配付されるようになったときに、一気に子宮

がん検診、乳がん検診の受診率が上がったわけな

のですけれども、年齢がかなり下の年齢の方に絞

られて、やはりまだいろいろ検診に対する抵抗が

あるのかなと思うのですけれども、かなり受診率

が低いというのがよくわかりまして、私は検診に

対する抵抗が若い人はまだまだあるのかなという

ふうには今思ったのですけれども、どのような分

析を原因としてはされているのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 特に子宮がんにつきま

しては、二十歳、21 歳の方が対象ということで、

まだまだお若いということで、なかなか何もない

中で検診に来られる、ましてや婦人科ということ

で、検診を受ける方は、足を運ぶ方は少ないのか

なというふうに思います。ただ、中には親子で検

診を受けようということで、親御さんが一緒に申

し込んでいただいたり、そんな形で申し込まれる

方もいらっしゃいます。 

○永本浩子委員 私の姪っこも、無料クーポン券

が来て受診したところ、子宮頸がんがわかって、

命拾いしたということで、無料クーポン券をつく

ってくれたことにとても感謝しているというふう

に言われたことがあるのですけれども、網走では

この無料クーポンのがん検診を通してがんが発見

されたという方はいらっしゃるのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 この事業でのがんの発

見者は、28 年度からどちらのがん検診も現在の

ところおりません。 

○永本浩子委員 いらっしゃらないということは

いいことなのですけれども、もしかしたら受診率

がもっと上がればいらっしゃるかもしれないとい

うことで、私も今回、ＡＹＡ世代のがんについて

いろいろ勉強したときに、本当に子宮頸がん、乳

がんの方が非常に多いということで、しかも若い

年代でかかっていらっしゃるということで、今、

子宮頸がんのワクチン接種がちょっと控えられて

いる状況の中で、検診というのがとても大事な手

立てになってくるかと思っているところなのです

けれども、この受診率を上げるための工夫という

のは何かされているのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 受診率の向上に向けて

の取組といたしましては、春のクーポン発送時に

がん検診手帳を同封し、知識の普及を図ったり、

秋には未受診者の方にハガキを送付しております。

まだまだ受診率が低いということで、その個別通

知の内容等も工夫しながら、さらなる周知に努め

てまいりたいと思っております。 

○永本浩子委員 ぜひお願いいたします。 

 続きまして、71 ページの 30 代ファスト健康診
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査事業ですけれども、去年からの新事業で、受診

者はどれぐらいだったのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 今年度、新規事業とし

て開始しました 30 代ファスト健康診査事業です

が、受診者の数は男性 32 名、女性 67 名の計 99

名の 30代の方が受診されまた。 

○永本浩子委員 約 100 名ということで受診して

いただいたということで、市として何か目標とい

うか、これぐらいの方を予測して予算も立てたと

思うのですけれども、そういった点はどれぐらい

の人数だったのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 今年度の見込み人数に

ついては、100 名ということで見込んでおりまし

たので、やや同じぐらいの見込みどおり来ていた

だいたというふうになっております。 

○永本浩子委員 ほぼ、本当に見込みどおりとい

うことで、これからずっと続けていく事業になる

かと思いますけれども、今後の目標と取組につい

てお伺いいたします。 

○永森浩子健康推進課長 今回の 30 代ファスト

検診の結果だったのですけれども、春と秋の受診

の結果で、受診した男性の約半数が肥満や脂質肝

機能の面ですとか、尿酸などで高値であったとい

う結果が出ました。早期から生活習慣病を見直し

て、病気の発症や悪化を予防していけるような事

後指導などにも今後力を入れていきたいなと考え

ております。 

○永本浩子委員 ぜひ若い年代から取り組んでい

ただけると、本当に健康寿命の延伸にもつながり

ますので、しっかり取り組んでいただけたらと思

っております。 

 また、同じく骨粗しょう症検診事業なのですけ

れども、以前はレディース検診の中にも入ってい

たものをピックアップしたということだと思いま

すけれども、こちらも受診者数はどれぐらいだっ

たのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 今年度の受診者は 409

名と、見込みより多く、たくさんの方に受けてい

ただきました。 

○永本浩子委員 その中の１名は私なのですけれ

ども、やっぱり骨粗鬆症も、本当に高齢化したと

きに転倒のリスクが高くなればなるほど寝たきり

になってしまうということで、とても大事な事業

で、こういうふうに一つピックアップしたことで、

前より増えたのではないかなと思うのですけれど

も、レディース検診のときから比べるとどうだっ

たのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 レディース検診を廃止

したのは、やはり医療機関に直接足を運んで受診

しなければならないということで、かなり受診者

数が低迷していたこともありますので、今回、や

はり骨粗しょう症検診をミニドックの女性のがん

の検診と一緒にドッキングさせたということはよ

かったかなというふうに思います。 

○永本浩子委員 本当にいい工夫だったのではな

いかなと思っておりますので、今後もしっかりと

取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、同じく 71 ページのあばしり健康マイレ

ージ事業なのですけれども、平成 31 年度の達成

者数は何人だったのでしょうか。 

○江口優一戸籍保険課長 ３月 12 日、昨日現在

で 209名となっております。 

○永本浩子委員 私も今回、やっと達成ができま

して、この中の１人に入らせていただいて、もう

少し、３月 31 日までなので、増えるかと思いま

す。年々増えてきているという状況で、うれしく

思っております。そしてまた、年々対象事業も拡

充され、また、前年度のポイント持ち越し制度と

か、パンフレットも非常に最初のスタート時より

はわかりやすく、よくなっていると思っています

けれども、新年度の工夫などはまた何かあるので

しょうか。 

○江口優一戸籍保険課長 新年度の変更点という

ことで、今、チラシとポイントカードを別々に印

刷していまして、それを来年度は一体型にして、

対象者の方が自分で切り取っていただく形になる

と思うのですけれども、そういった形で常に見て

いただくような形で、非常にわかりやすくしよう

というふうに検討しております。 

○永本浩子委員 それがまたいい形で増えていっ

ていただければと思います。 

 昨年の予特では、ＦＭあばしりを使った周知も

検討していただければということを言わせていた

だいたのですけれども、そういった取組はあった

のでしょうか。 

○江口優一戸籍保険課長 今年度からＦＭあばし

りの、網走市の広報の時間の一部として、特定健

診の受診の広報の際に、マイレージもやってりま

すという形で、一緒に広報させていただいており

ます。これは１週間の期間で２回やっております。 
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○永本浩子委員 ありがとうございます。 

 次に、同じく 71 ページの母子手帳アプリ事業

なのですけれども、こちらも昨年からの新規事業

ということで、利用者は何人くらい今いらっしゃ

るのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 ６月から開始しました

母子手帳アプリＡｂａｂｙでありますが、３月直

近のユーザー数は 248件となっております。 

○永本浩子委員 248 件ということで、これは原

課としては見込みどおりというか、それとももう

ちょっと多く見ていたとか、そういったところは

どうなのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 見込みはもう少しいっ

てもいいかなというふうには思っておりましたが、

ただ、開始して２カ月目で 150 件を超え、その後

の伸びも緩やかではありますが、現在の人数まで

増えている状況ですで、今後に期待したいと思い

ます。 

○永本浩子委員 まだスタートしたばかりという

ことですので、徐々にまた利用者が増えていくこ

とを期待したいと思います。 

 そしてまた、このアプリは、父親とか祖父母も

利用可能ということだったと思いますけれども、

祖父母といっても、多分、まだまだ若い、50 代、

60 代の方もいらっしゃる年代だと思いますけれ

ども、そういった方の利用というのはあるのでし

ょうか。 

○永森浩子健康推進課長 祖父母の利用者数につ

いては把握しておりません。ただ、御主人の利用

者数までは把握していないのですけれども、夫婦

で利用しているという声はよく耳にいたします。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 アプリの中でもアンケートがとれるということ

だったのですけれども、そういったアンケートや、

保健師さんとのやりとりの中で、この母子手帳ア

プリ事業に対する利用者さんの声などは何か上が

っているものがありますでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 アンケートにつきまし

ては、昨年 10 月に一度とっております。そのア

ンケートの結果によりますと、活用状況としては、

予防接種のスケジュール管理が最も多く、次いで、

地域のニュースや網走市の妊娠、子育て情報の閲

覧、お知らせ配信などがよく利用されている項目

として上がっています。また、お声のほうでは、

お子さんの身長や体重をグラフにしたり、妊婦の

体重管理にも利用しているというふうにお聞きし

ております。 

○永本浩子委員 やっぱり予防接種が今すごく数

というか種類が多くなっていて、１回で終わらな

い場合もあったりとかで、予防接種の管理ができ

るというのが、このアプリの最大の利点というか、

お母さんたちが助かる点だと思いますので、そう

いったところもしっかりアピールしていただきな

がら、推進に努めていっていただきたいと思いま

す。 

 最後に、エキノコックス症検査事業なのですけ

れども、昨年の一般質問でもやらせていただきま

したけれども、近年の受診者の推移というのはわ

かりますでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 エキノコックス症検査

の近年の受診者数でありますが、検査はミニドッ

ク検診と年２回の定例日で受けることができまし

て、平成28年度は274名、平成29年度は249名、

平成 30 年度は 350 名、今年度は 280 名の方が受

けております。 

○永本浩子委員 大体同じような人数で推移して

いるのかなというところなのですけれども、ホー

ムページは本当に前よりも格段にわかりやすくな

りまして、本当にありがとうございました。やっ

ぱり周知が大事かなと思うのですけれども、わざ

わざホームページを見るという人だけでは周知が

なかなか進まないのかなと思うのですけれども、

ホームページ以外の周知というのはどういったこ

とをされているのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 ホームページ以外の周

知方法といたしましては、現在、広報や全戸配布

のチラシなどに掲載するとともに、小学６年生の

予防接種の個別通知の裏に、エキノコックス症に

ついて、内容や定例日についても掲載して御案内

しております。 

○永本浩子委員 小学校６年生の、そういったと

ころにもということで、親御さんがしっかりそこ

ら辺のところを掌握してもらいたいということで、

まだぜひ周知のほうにも力を入れていっていただ

きたいと思います。 

 また、一般質問でも言いましたけれども、農大

生が、今、キタキツネのかわいいグッズとかいろ

いろ出ているので、こちらに来て、そういったこ

とがわからずに、かわいいから餌をやってしまっ

たり接したりすることで、エキノコックス症にか
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かってしまって、潜伏期間が長いので、地元に戻

られてから発症ということになると、本当に何か

申し訳ないという思いで、ぜひ農大生には、入学

時のガイダンス等のときにチラシを配るとか、何

かそういった周知をやっていただきたいと思って

いるところなのですけれども、この農大生に対す

る周知はどのようにお考えでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 農大生に対する周知に

つきましては、発症年数等を考えますと、在学中

の検査というよりは、エキノコックス症にかから

ないための生活の仕方についての知識の普及にあ

ると思われます。周知の方法につきましては、大

学側の御意見も伺いながら、どのような方法があ

るかなど検討してまいりたいと思っております。 

○永本浩子委員 ぜひ、せっかく網走に来ていた

だいた大切な方たちなので、そのために 10 年た

ってからエキノコックスになってしまっていた、

本州ではその検査ができないということのないよ

うに、ぜひその辺のところはよろしくお願いした

いと思います。 

 私の質問は以上で終わらせていただきます。 

○立崎聡一委員長 ここで、昼食のため休憩しま

す。 

 再開は午後１時とします。 

午前 11時 58分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時 00分 再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

 松浦委員。 

○松浦敏司委員 では、質問させていただきます。 

 まず、生活保護についてであります。さきに永

本委員が質問しておりますので、重複しない部分

について伺っていきたいと思います。 

 予算書を見ますと、扶助費では、前年度よりマ

イナス 1,711 万 5,000 円となっております。全国

的には、今、生活保護世帯というのは増加傾向が

ずっと続いているというふうに私は認識している

わけですが、そんな中で、当市においてこのよう

な形でのマイナスの予算というのはどういった理

由からなのか、伺います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 生活保護の扶助費が減

った原因でございますが、新年度の予算について

は、平成 31 年度の決算見込みを反映して作成し

ておりますが、ここ数年、保護世帯数、人員数が

僅かに減少しておりますので、中でも生活扶助費

が減額となっております。こうしたことを踏まえ

て減額しているものと、扶助費のうちの約 54％、

医療扶助費がございますが、予算作成時点のデー

タにおいては医療扶助費は伸びてはいるのですけ

れども、平成 30 年度の決算と比較しながら決算

見込みを立てた結果、減額ということで計上して

おります。 

○松浦敏司委員 それは理解しました。 

 そこで、次に伺いたいのは、受給を受ける前段

で、相談に来る人がいると思うのです。その結果、

受給になる、あるいはその対象でないということ

があるのだと思うのですが、受給前の前段での相

談件数というのはどんなふうになっていますか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 受給相談についてでご

ざいますが、本年度の相談件数は、昨日の時点で

119 件ございました。うち、保護申請があったも

のが 56 件になっております。平成 30 年度につき

ましては、相談件数が 131 件、そのうち申請につ

ながったものが 67 件、また、その前の平成 29 年

度の相談件数は 158 件ございまして、そのうち申

請が 83件となっております。 

○松浦敏司委員 大体これを見ると、半分程度が

受給の対象となったということなのだろうと思う

のですが、結果として受給の対象にならなかった、

その理由というのは、大まかでいいのですけれど

も、どういった理由からなのでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 相談がありました場合

は、その相談があった方のいろいろな経済状況、

生活状況についてお伺いをしております。 

 まず、例えば、資産がある方でありますとか、

扶養をしてくれる親族等があった場合には、そち

らを優先してまずはみてくださいということで相

談を受けております。 

○松浦敏司委員 私も年間、幾度か相談を受ける

ことがあるのですが、一番困るのは、確かに土地

と建物はあるのだけれども、その建物も、実際は

もう古くて処分したいけれども、なかなか処分す

るにも買い手がいないというようなことがあると。

その場合、非常に困るのですね。確かに財産はあ

ると。しかし、やっぱりそういう人であっても、

やっぱりそういった状況を鑑みて、その辺は、い

わゆる売るという前提で、そういった人たちに対

しての保護申請を受け付けるということもあり得
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るのではないかと思うのですが、その辺、どんな

ふうにお考えでしょう。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 そういった保護を受け

たいといった相談になった方が、そういった家や

土地を持っていらっしゃる場合ですが、資産とし

て、例えば貸したりして活用して収入につながら

ないとか、かなり古くて、住居としては使えるの

だけれども、活用ができないというような場合に

は、申請を受け付けているというケースがござい

ます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 売れれば売れた段階でストップをして、そのお

金がある間はそれで生活するということになるの

だろうと思います。それは理解しました。 

 次に伺いたいのは、先ほど永本委員の質問の中

でありましたように、単身の高齢者世帯が 437 世

帯ということでありました。今、全体の中で高齢

者の受給者が大半だと、その辺はよくわかったの

ですけれども、今、ここ数年の受給者の状況でい

うと、例えばここ二、三年、世帯数とか、あるい

は年齢層などでつかんでいれば、年齢層ごとに教

えていただきたいのと、そのうち単身者は何人ぐ

らいというのを、もし押さえていれば伺いたいと

思います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 まず、保護世帯数の近

年の近年の動向でございますが、平成 27 年度、

平均 560世帯、28年度が 551世帯、29年度が 530

世帯、30年度が 518 世帯でございます。 

 次に、年齢層につきましては、現段階でござい

ますが、65 歳以上の高齢者の人数が 367 人、20

歳から 64歳が 217人、20歳未満が 63人というふ

うになっております。単身者につきましては、

647 名のうち 437 名が単身ということになってお

ります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 おおよそ網走市においては、500 代世帯の半ば

前後で推移しているというふうにわかりました。

それはそれでいいとは思いますし、ただ、この日

本の補足率というのは非常に低くて、それが日本

の全体の中でそういった状況があるというのも現

実であります。私はもっと本来の生活保護を、諸

外国を見ると、もっと自由にといいますか、相当

緩く、そして一定期間受けて、その間に新たな就

職先を見つけ、それが見つかったときには保護が

打ち切られるということで、それが相当、ヨーロ

ッパあたりではそういったことが相当進んでいる

というふうに思いますが、それから見ると、我が

日本は相当遅れているといいますか、生活保護に

対する見方も相当違っているなという実感を受け

ております。 

 それで、この生活保護の扶助費については、

2018年 10月から３年間にわたって、今年の 10月

までですけれども、2020 年 10 月までがもう１回

引き下げが行われるというふうになると思うので

すけれども、都市部では相当大きな影響を受けて

いると。比較的網走のようなところは、影響は少

ないというふうに言われていますが、それでもや

っぱり一定の影響があるのではないかと思います

が、当市への影響について伺いたいと思います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 国が行っております保

護費の見直しによる扶助額の生活扶助の傾向でご

ざいますが、当市は地域区分でいいますと３級地

の１という地域区分になってございます。当市の

モデル的な試算をしましたところ、独り暮らしの

世帯では逆に扶助額が増えるというような傾向も

ございまして、大都市部に比較すると影響は小さ

いというふうには考えております。 

○松浦敏司委員 影響は確かに低いというふうに

私もわかってはおりましたが、次に移ります。 

 受給者の大半は高齢者ということで、先ほどの

答弁でもありました。この間、実は消費税が

2014 年４月に５％から８％に引き上がりました。

そして、昨年の 10 月から 10％と引き上げられた。

つまり、この６年間の間に消費税が倍に上がった

ことになります。この３年間で扶助費が下げられ

たということでは、とりわけ、たしか私の記憶で

言えば 2013 年でしたか、大幅に引き下げられた

時期があったかというふうに思うのですけれども、

そういう中で、生活保護世帯というのは非常に生

活保護費以外の収入は基本的にはないと。一定、

働いていても、それは差し引かれた中での生活費

ですから、基本的には生活保護の範囲内で暮らさ

ざるを得ないと、こういう中で、実は消費税が２

倍に上がり、そして灯油代もこの間、上がってき

たという状況があるのだろうというふうに思いま

す。代表質問の中で、答弁では福祉灯油について

は１リットル当たり 100 円以上を一定期間続くと

いうような状況があれば、検討するというような

ことだったかと思います。そしてまた、冬期間は、

冬期の手当が出るからというような答弁でありま
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した。確かに冬期間の手当はありますが、その額

たるや、到底信じがたいような金額でありまして、

いわゆる支給する期間は２カ月延びたけれども、

トータルの総額でいうと、逆に支給額が減らされ

るというようなことがあったかというふうに思う

のですが、その辺について原課としてどんなふう

にお考えでしょうか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 生活保護費、生活扶助

費については、冬期については 10 月から４月ま

での間、冬期加算という形で支給を行っておりま

す。独り暮らし世帯で大体１万 3,000 円程度の支

給になるかと思いまして、いわゆる冬期の暖房だ

とか、そういった必要な経費になるかと思います。

また、期末手当として、年末には期末手当という

形での支給もございますので、額についてはそう

いった額でございますが、必要な手当はしてある

ものと考えております。 

○松浦敏司委員 とはいえ、やっぱり相当大変な

ことですよね。消費税が２倍に上がり、そして日

常の食料品などが値上がりをしているというのが

現実ですから、そういう意味では、極めて大変だ

なと私は思います。 

 次に、生活保護費というのは、本来、国が責任

を負ってやらなければならないものだというふう

に思います。それは憲法 25 条から言ってもそう

だというふうに思います。しかし、現実にはそう

はなっていないといふうに思うのです。自治体の

負担というのが、一定程度あるというふうに思う

のですが、実態について、国がどのぐらい負担し、

地方自治体がどんなふうな負担をしているのか、

伺います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 生活保護費、扶助費に

つきましては、国が本来すべき仕事ということで、

第１号法定受託事務ということで、市が事務を行

っております。その費用につきましては、75％を

国の国庫負担金、残り 25％を市の一般財源とい

うことで、基本的にそういった財源措置をしてお

ります。 

○松浦敏司委員 市が 25％負担をしたとしても、

後から交付税措置などは一定程度あるのだろうと

思いますが、いずれにしても、一定を市が負担し

なければならないということはわかりました。 

 憲法 25 条で明記した国民の生存権を守る最後

の砦であるというふうに私は思います。保護費の

水準は、国民生活の最低基準を具体化したものだ

というふうに思います。保護基準の引下げという

のは、住民税の非課税限度額や最低賃金、国保や

介護保険の減免基準など、そして公営住宅の家賃

の減免基準などに結果として連動するというふう

になります。当市においては、就学援助について

はそれ以前の部分を守るというふうになっており

ますけれども、いずれにしても、こういった福祉

政策の全面的な後退につながる、そういう状況に

あるのだというふうに思います。 

 私たち日本共産党は、この生活保護法という、

この名前もやはりよくないというふうに思って、

今提案しているのは、生活保障法というふうに変

えるべきだというふうに考えています。そして、

国民の権利であることを明らかにして、制度の広

報、周知を義務づける。そして、新政権の不可侵

を法的に位置づける、補助申請の門前払いを根絶

する、定期的に不足率の向上を図るなどを政策と

して私たちは考えております。このことが、憲法

25 条の精神ではないかと考えているところであ

ります。これは基本的に、私の考えを述べたわけ

ですけれども、そういう状況の中で、今、日本の

生活保護というのがあるのだということで、非常

にそういう点では不十分なところが多いというこ

とをまず指摘しておきたいと思います。 

 次に移ります。 

 予算書の 59 ページの手話言語普及啓発事業に

ついて伺いたいと思いますが、現在、手話通訳者

というのは市内にはどのぐらいいらっしゃるのか、

伺います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 網走市の登録手話通訳

者でございますが、現在、８名いらっしゃいまし

て、昨年度末から３名増加しております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 手話サークルというのが幾つかあるのだろうと

思うのですが、網走には、その団体数は幾らあっ

て、そこに参加している市民はどのくらいいるの

か、伺います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 手話のサークルでござ

いますが、現在、市内には二つのサークルがあり

ます。一つは、週１回、昼の活動を行っているサ

ークルで、もう一方は週１回、夜に活動を行って

いるサークルでございまして、それぞれサークル

のメンバーの数は、32名と 19名でございます。 

○松浦敏司委員 せっかく手話言語というのがで

きたのですけれども、まだまだ普及には時間がか
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かるのかなと思います。 

 私も昨年、手話の人たちの全道の会議か何かに

参加して、市長が挨拶の中で手話でやったのを見

ておりまして、非常にいい挨拶だったらしい、市

長も手話を大変よく学んでいるのだなというふう

に感心したところであります。 

 この手話の養成というのは非常に大事だと思い

ますし、私も参加したいというふうに思ったので

すが、手話というのはやっぱり定期的に学んでい

かないと身につかないというのも現実だというふ

うに思います。今後、手話通訳の養成はどのよう

に行っていく予定なのか、伺います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 今年度、３名、手話通

訳者が増加しておりますが、登録手話通訳者とし

て活動していただくためには、少なくとも市が実

施する手話の中級講座を受講していただいて、あ

わせて札幌などで開催される各種研修の受講、そ

してサークルなどの中で手話の研鑚を積む必要が

ございます。そういった中で、そういった経験の

スタートになる、手話に触れる、手話で話すとい

うことが大事になってくると思いますが、地域別

や企業別の手話講習会、そういったことを入口に

して、市の主催する入門講座、サークルに加入し

ていただいたり、それから中級講座、各種研修へ

の参加というふうにステップアップしていただい

て、登録手話通訳者ということで養成を図ってい

きたいというふうに考えています。 

○松浦敏司委員 市民的には、そういうことで理

解しました。 

 以前も手話通訳の関係で質問したことはあるの

ですけれども、問題は、市の庁舎の中で、手話の

できる職員がどの程度いるのかと言われれば、正

式に手話の通訳ができるのは、当時は教育長以外

いなかったと思うのですが、現在はどんなふうに

なっていますか。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 市役所の一般職員の中

では、手話で対応ができるレベルの方というのは

今現在おりません。このため、毎週木曜日に手話

通訳者の方に来ていただいて、２時間、市役所の

中でそういった対応をしていただいているという

のが状況でございます。 

○松浦敏司委員 大事なことだと思います。私も

去年参加した中では、市の職員もサークルに入っ

て勉強している方もいらっしゃいました。非常に

大事だなというふうに思って、私も見習わなけれ

ばならないというふうに思いつつ、なかなかでき

ないでいるというのが現実です。ぜひ手話言語と

いうのが、条例がこの網走でもできたわけですか

ら、それにふさわしい形で、ぜひ普及に励んでい

ただきたいというふうに思います。 

 次に、３項目めの高齢者等台帳整備事業につい

て伺います。 

 まず初めに、この高齢者等台帳整備事業という

のはどのような目的で整備されているのか、伺い

ます。 

○髙橋善彦介護福祉課長 高齢者等台帳整備事業

についてでございますが、災害時に何らかの支援

が必要な方々につきまして、事前に申込みをいた

だくことにより、台帳に登録し、氏名等の情報を

民生委員や町内会など、地域の支援関係者に提供

することにより、日常的な見守りや災害時の安否

確認、避難誘導等の支援体制の整備に活用してい

ただくものであります。 

○松浦敏司委員 そこで、これは御本人が、いわ

ゆる申請をするというふうになっているのかどう

かというのと、今現在、ここに申請している住民

はどのくらいいらっしゃるのか、伺いたいと思い

ます。 

○髙橋善彦介護福祉課長 これにつきましては、

事前の申請、登録制となっておりまして、登録者

数は、今現在 238 名となっております。このうち

障がい者の方が 15 名、高齢者の方が 223 名、う

ち単身世帯は 128世帯となっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 そこで伺いたいのは、実は災害との関係で、数

年前に町内会などで、町内会ごとの高齢者の、で

きれば名簿をつくってほしいような形がありまし

て、私の町内会でも、ただ、プライバシーに関わ

るので、どういう形でやるかというのはあるので

すけれども、掌握できるだけしようと。そして、

何かあったときに町内会として対応できる、そう

いうことがあるのでないかというようなことで、

それを一定程度つくった経験があるのですけれど

も、そういったものとは全く別というふうに考え

てよろしいでしょうか。 

○髙橋善彦介護福祉課長 こちらにつきましては、

介護認定を受けている方ですとか、避難時に何ら

かの支援を必要とする方ということを対象として

おりますので、町内会さん等で実際に把握されて

いるケースもあろうかとは思うのですけれども、
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この登録されている方につきましては、各民生委

員の方に名簿のほうは提供をさせていただいてい

るところでございます。 

○松浦敏司委員 理解しました。災害時には、本

当にそういう人たちを救っていかなければなりま

せんので、非常に大事な事業だというふうにわか

りました。 

 次に移ります。 

 次に、57 ページになりますが、生活困窮者自

立促進支援事業というのがありますけれども、こ

れも改めて事業内容について伺いたいと思います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 生活困窮者自立促進支

援事業の事業内容についてでありますが、これに

つきましては、市の社会福祉協議会へ委託をしま

して、網走市生活サポートセンターで生活困窮者

から相談を受け付けております。生活困窮者の困

窮状況を聞き取り、問題解決のために必要な関係

機関へ引き継ぎをしたり、生活支援プランを作成

したりということで、継続的に支援することによ

って、生活困窮者の自立促進を図ることを目的と

しております。 

○松浦敏司委員 そこで、この間、昨年なり一昨

年なり、この事業の実績というのはどんなふうに

なっているのでしょう。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 この事業につきまして

は、平成 27 年度から本格的に実施をしておりま

す。近年の相談件数でございますが、昨年度、平

成 30 年度は新規相談が 59 件ございまして、プラ

ンの作成が２件、また、その前の年の 29 年度は

新規相談が 63 件ございまして、プランの作成が

５件ございました。 

○松浦敏司委員 私も一度お世話になったことが

あるのですが、非常にいい、親切な制度だと、事

業だと思います。私たちもいろいろ相談を受ける

中で、なかなか家庭訪問をして、そして丁寧にこ

ういうことですよというようなことをなかなかで

きないのですけれども、この社協のサポートセン

ターでは、非常に対象者にしっかりと寄り添って、

丁寧な対応をしていくと。その結果、いろいろな

事業に誘導できるといいますか、そんなことをや

っているというのを経験して、非常に大事な事業

だというふうに思っておりますので、今後ともぜ

ひ推進していってほしいと思います。 

 最後に、子供医療費助成についてであります。 

 保護者の医療費の窓口負担が、それまで３割だ

ったのが、原則１割ということで、たしかもう２

年半になるかというふうに思うのですが、受診の

状況について伺いたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 子供医療助成の利用

状況についてでございますが、平成 29 年度の助

成延べ件数につきましては４万 4,728件、平成 30

年度は４万 2,624 件、今年度につきましては、現

在のところ４万 524件でございます。 

○松浦敏司委員 若干落ちているかなというふう

に思うのですが、大体こんな感じになるのかなと

いうふうに思うのですが、原課としては当初の見

込みからすると、この３年間の推移を見てどんな

ふうなお考えをお持ちでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 子供の人数につきま

しては、総体の人口も含めまして減少傾向にござ

いますので、若干ずつではございますが、件数に

つきましても減少しているのは、そのようなこと

で減少しているものと考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 確かに子供は大きく減少しておりますので、そ

ういうことになるのかなというふうに思います。  

 それで、この助成の制度の中で、高校生まで入

れて、３人いる世帯は無料というふうになってお

りますけれども、なかなか３人以上いる家庭とい

うのは少ないと思うのですが、この３人以上いる

世帯での受診の状況というのが、もしわかれば伺

いたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 子供医療助成におき

ます第３子目以降の利用件数でございますが、平

成 29 年度の延べ件数では 1,066 件、平成 30 年度

は 1,190 件、今年度につきましては、現在のとこ

ろ 924件でございます。 

○松浦敏司委員 なかなか子供が３人以上という

のは、今、特殊出生率からいっても、なかなか対

象となる世帯はそうそういるわけではないと思う

のですが、それでも 1,000 人を超える受診がある

という点では、非常に役立っているし、私もそう

いう家庭に出くわしたことがありますけれども、

非常に喜んでいるという点で、この子供医療費助

成というのは非常に大事だというふうに考えてい

ます。 

 それで当初、私たちも無料化とかといろいろ要

望していたのですけれども、不安材料としてあっ

たのは、やはりコンビニ受診というのが不安だと

いうふうに言っていたかというふうに思うのです
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が、その点ではどんな状況があるのでしょうか。

あるのかないのか、あったのであればどんなこと

があるのか、伺いたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 助成拡大におきまし

ては、１割負担としました理由の一つとしまして、

コンビニ受診の懸念があるということで、そのよ

うな拡大状況になったのでございますが、現在の

ところは、コンビニ受診で件数が増えて困るとい

うようなお医者様からの御意見等はないところで

はございますが、小児科医も減少しているような

状況もございますので、今後の状況も見据えなけ

ればいけないのかなというふうには考えておりま

す。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 当市では今年新たに開業医が２人、内科の先生

が開業するということでありますから、非常にう

れしく思います。現在の開業医の中でも、皆さん

も御高齢の方が何人かいらっしゃるという点では、

新たな開業医が２件増えるというのは非常にうれ

しい限りだというふうに思います。 

 いずれにしても、どこでもそうですけれども、

子供はやはりそのまちの宝でありますし、国の宝

でもあります。そういう意味では、子育てという

のは、やはり市民全体で見ていくというのが非常

に大事だというふうに思います。この事業、私た

ちの要望としては、できれば無料が一番いいわけ

ですけれども、とりあえずは今、１割負担であり

ますので、それはそれとして評価をしながら、ぜ

ひこの医療費助成制度というのは進めていってほ

しいということを述べて、質問を終わります。 

○立崎聡一委員長 次、小田部委員。 

○小田部照委員 早速質問に入らせていただきま

す。 

 まずは、予算書に計上されている北児童館と、

すずらん保育園の解体事業について伺います。 

 この解体に向けて、行く行くの利用目的ですと

か、何かお考えがあればお聞かせいただきたいと

思います。 

○清杉利明子育て支援課長 旧施設につきまして

は、今後、解体をする予定でございますが、解体

後の土地の利活用策については、現在のところ決

まっていない状況でございます。もし公共的な利

用がないということになれば、普通財産として売

却するようなことになろうかと思います。 

○小田部照委員 まだ正式にその後の利活用は決

まっていないということですので、売却も含めて、

現在、北児童館のほうでは、地域住民が町内会と

して資源物を置かせていただける倉庫の置き場所

として利用もさせてもらっている関係もあります

ので、その後もよく協議した上で検討していって

いただきたいなと思います。 

 そして、あわせて、たんぽぽ保育園、すずらん

と、北児童館が統合されて、いせの里保育園に新

設されましたが、今回、たんぽぽ保育所の解体の

費用は載っていなかったのですが、その辺の理由

は何かあればお聞かせいただきたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 新年度予算におきま

して、たんぽぽ保育園の解体事業が予算案に含ま

れていない理由についてでございますが、予算編

成におきまして、財政状況を踏まえた中では、３

施設を一度に解体することは難しく、また、たん

ぽぽ保育園につきましては、民間から利用希望の

相談が数件ございました。結果としましては、利

活用しないこととはなりましたが、このようなこ

とから、たんぽぽ保育園の解体時期につきまして

は遅らせるという決断をいたしました。 

○小田部照委員 たんぽぽ保育所は、今後、解体

の予定を立ててしていくということで理解いたし

ました。ここの場所は、北西公園と隣接している

場所ですので、その後の利活用について、また違

う機会に質問させていただきたいと思います。 

 それでは次に、子供医療費助成事業について伺

います。 

 先ほど松浦委員からも質疑ありましたが、私の

ほうはまた違う角度から質問させていただきたい

と思います。 

 私も子供が３人いる家庭です。高校生から数え

て、第３子目以降は無料となっている制度であり、

大変ありがたい制度であると私も承知していると

ころでありますが、実際の第３子目の保険証の何

割負担という記載欄には、第３子目の子供の保険

証にも１割負担という記載がされております。こ

れによって、一旦、病院にかかったら、窓口で１

割分を医療費を払うのです。払った上で、改めて

領収書を市役所のほうに申請して、給付を受ける

というような形になっている制度だと私は認識し

ていますが、これをぜひ無料とせっかくしたので

すから、保険証の記載のほうも無料にして、そう

いう手間も省くということに改善していくべきだ

と思いますが、市の見解を伺います。 
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○清杉利明子育て支援課長 子供医療費助成にお

きます第３子目以降における助成方法についてで

ございますが、現在は、第３子目以降の医療費及

び道外の医療機関の医療費並びに健康保険証発行

前におきます医療費につきましては、申請に基づ

きまして、償還払いにて助成を行っている状況に

ございます。 

 また、受給者証の交付時におきましては、その

旨の償還払いとなる旨の御説明を行っている状況

にございます。 

 ３子目以降の対象者の情報や受給者証の発行等

につきまして、現在、システム対応がされていな

いため、情報管理をすることができず、償還払い

にて対応している状況にございますが、平成 28

年度の拡充時におきましての検討におきましては、

システム改修費が高額であること、また、レセプ

ト情報に第３子目以降の情報が入っていないこと、

また、高校生等が市外在住の場合におきます、３

子目以降の情報把握が難しいこと、第３子目以降

の対象者数が少数であることなどから、検討した

結果、償還払いでの対応をすることとなった経過

がございます。 

 いずれにおきましても、周知徹底を図ってまい

りまして、申請漏れがないような形で事業を進め

てまいりたいというふうに考えております。 

○小田部照委員 なかなかシステムの問題だとい

うことで、システムを改修するには多額の費用が

かかるというところは、今の現状だということは

理解できます。ただ、先ほどから言ったように、

無料とは記載されながらお金を払うということが

起きて、市役所の窓口で受付しなくてはいけない

ということで、単純に３パターンの方がおられる

と思います。一つに、制度をよく知って、窓口に

来て申請し、給付を受けられる方。また一つには、

面倒くさいと言ったら変ですけれども、仕事など

で忙しくて、やむを得ず窓口に来れない方。また

一つに、この制度そのものが知らなくて、窓口に

来なくて、ただお金を払って、給付を受けていな

い方と様々３パターンがあると思うのですけれど

も、これではなかなかせっかく無料化しているの

に、行政の公平性の点からもどうなのかなと私は

思いますけれども、その辺はどのような認識でい

るのか、伺います。 

○清杉利明子育て支援課長 先ほども申し上げま

したが、検討の上ではいろいろな課題等もあると

いうことで、現状におきましては、現物給付への

変更につきましては難しいかというふうに考えて

おります。先ほども申し上げましたけれども、周

知の徹底、また、受給者証交付時には、制度の十

分な説明等を行ってまいりたいというふうに考え

ております。 

○小田部照委員 それは先ほども答弁いただいて、

ごもっともなのですけれども、そもそも保険証自

体に１割負担と記載されているためには、本当は

無料の制度なのに、お金を払って、給付を受けて

いない人たちにとっては、どれぐらいいて、どれ

ぐらいそういう金額があるのかとかいうことも、

多分、今のシステム上では、多分、実態を把握で

きないような状況にあると思うのですよね。これ

では、この制度そのものの成果や評価ができない

ことになるのではないかと懸念されますが、その

辺はどのようにとらえていますか。 

○清杉利明子育て支援課長 実績としましては、

人数、第３子目以降で無料の助成申請をしていた

だいた子供の人数としましては、今年度におきま

しては約 90 名おり、件数としましては、現段階

で 924 件、また、金額としましては 67 万 1,000

円ほどでございます。 

○小田部照委員 それは給付を受けた方の人数と

金額だと思うのですけれども、実際に病院でお金

を払ったが、給付を受けていない第３子の親御さ

んたちもおられると思います。その辺の把握はで

きていないということでよろしいでしょうか。 

○清杉利明子育て支援課長 病院等から来ますレ

セプトの医療情報につきましては、第３子目以降

の情報が入っていない状況でございますので、実

際の件数につきましては把握ができない状況でご

ざいます。 

○小田部照委員 いずれにしても、第３子も含め

て、せっかくすばらしい子供医療費の助成制度な

のに、実態の把握もできていなくて、子育て世代

にも本当にうれしいはずの制度が、そういう喜び

の実感がないという声も実際に聞こえてきていま

して、大変残念なことだと私は考えていて、もっ

とこのありがたみをわかるような、そういう実態

の把握ですとか、そういう手間のない、不公平感

のないような事業に、せっかく財政の厳しい状況

の中、行政の工夫と努力でこんなすばらしい事業

が拡充されていっていますので、ぜひその辺も留

意しながら、この事業に当たっていっていただき
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たいと思います。 

 次に移ります。 

 次にごみの収集事業、処理事業について伺いま

す。 

 ごみの収集体制についてですが、混在されるご

みですとか、日にちを間違えるですとか、いわゆ

る違反ごみが減っている傾向にはあると聞いてお

りますが、今現状の、これまでの推移をまず伺い

ます。 

○近藤賢生活環境課長 違反ごみの推移でござい

ますが、分別開始後の平成29年４月は8,859件、

３年経過した今年の１月は 5,569 件、２月は

6,752 件と、依然として多いものの、当初よりは

改善している状況と認識しております。 

○小田部照委員 徐々に減っているとはいえ、ま

だまだたくさんの件数が残されている、ごみとし

てあるのだなという実感いたしました。 

 ちなみに、この違反ごみを減らしていくには、

分別のルールにのっとって、現場に即した説明や

お願いが必要だと考えますが、この集中的に間違

えてしまうような違反ごみのコーナーというのが

あると思いますが、そういった地域に対しては、

具体的にどのような対応をなされているのか、伺

います。 

○近藤賢生活環境課長 違反の多いステーション

は、大体特定されている状況にありますが、特に

違反が目立つのが、アパートやマンションだけが

建ち並ぶような地域で違反が目立ちます。特定さ

れている集合住宅につきましては、各戸に啓発の

チラシを投函しております。また、地域ごとでも

違反ごみが多いところがありますので、そういっ

たところも、そのステーションを使っていると思

われる各戸にチラシを投函するなどして対応する

こともございます。 

○小田部照委員 そういったところには、きめ細

かく説明とお願いの徹底をしていっていくのが一

番いいのかなとは思っております。 

 そうした中、収集体制の関係なのですけれども、

ごみを出して、置いていかれたケースでも、実は

市民の方が確認して、問題ないと確認し直して、

また出しても、また置いていくと、そういうケー

スが実際ありまして、何度か続いて、担当課のほ

うにも連絡させてもらって、指導員の方が来られ

たそうです。来られて、指導員の方が中身をチェ

ックして、すみません、これは大丈夫です、分別

が合っています、すみませんでしたと、持ち帰る

ケースが、実はすごい回数続いて、担当課のほう

に３度お電話したそうです。３度目、電話した後

に、僕のほうに直接電話が来て、一体どうなって

いるのだというようなお話をいただきました。こ

れも担当課にもお話しさせていただきましたが、

そういう収集対業務の体制、置いていくべきごみ

のチェック体制というのはどのようなものになっ

ているのか、伺います。 

○近藤賢生活環境課長 違反していないのに、間

違って置いていく事例がございました。そういっ

た通報があった場合は、職員、もしくはパトロー

ル担当が出向いて、確認した上で、間違っていな

ければ、謝罪した上で回収をすることがあります。 

 なお、収集する担当に対しては、見た目ではわ

かりずらいような違反については、ただチェック

マークをつけるだけではなく、違反の内容をわか

りずらい場合は活字で明確に示すように指示をし

ているところでございます。 

○小田部照委員 そういうことが、違反ごみの内

容ですとか、そういうチェックの体制がなかった

ためにこのようなことが起きたのだと思いますの

で、今後ともそういったところのマニュアルとい

うか、そういうものも作成していただき、間違い

のないように、市民の協力が得られるような形で

収集業務を続けていっていただきたいと思います。 

 また、認知症の方や高齢で分別などが、様々な

理由で課題はありますが、市民の理解と協力がな

ければ成り立たない事業ですので、より一層の周

知と協力を得られるような努力に努めていってい

ただきたいと思います。 

 次に、北海道障がい者スポーツ大会事業につい

て伺います。 

 まず、この大会の日程とスケジュールはどのよ

うなものなのか、そして中身でありますが、アル

ペンスキーとクロスカントリーの競技ということ

ですが、今年のような温暖化、積雪不足の場合は、

網走のレイクビュースキー場は２月中旬に予定し

ていた市民スキー大会も事前に中止と、コース整

備、コースの維持管理ができないということで中

止となりました。この北海道障がい者スポーツ大

会も、このような年であれば、積雪不足のため中

止せざるを得ない状況にもなってしまうというと

ころに、私は懸念をしているところでありますが、

降雪機のある近隣では美幌町、北見市などと連携、
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協力していただきまして、代替のコース、開催地

ですとかの競技も必要ではないかと考えますが、

市の見解を伺います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 北海道障がい者スポー

ツ大会の開催の日程でございますけれども、日程

については正式な決定はしておりませんが、網走

スキー協会主催の市民スキー大会と合わせた日程

で１日間の開催としまして、２月の中旬から下旬

の開催を予定をしております。大会運営につきま

しては、網走スキー協会の全面的な協力を得て行

うこととしておりますけれども、仮に雪不足とな

った場合については、実施主体となります北海道

障がい者スポーツ協会との協議により判断してい

くことになると思います。 

○小田部照委員 今、仮に中止となる場合は、代

替の開催地の協力をお願いはしていかないで、北

海道スポーツ協会のほうでの判断を仰ぐというこ

とで理解いたしました。網走大会ということで、

私もまた非常に楽しみにしているところでありま

すが、地元日体大をはじめとするたくさんの障が

い者の方々に参加してもらえるような大会にする

ために、今からしっかりとした準備に取り組んで

いっていただきたいと思いますが、所見を伺いま

す。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 市内の障がい者の参加

等の周知でございますが、本年度、昨年夏に実施

しました第 57 回北海道障がい者の夏期のスポー

ツ大会のときも行いましたが、日本体育大学附属

高等支援学校をはじめ、市内の障がい福祉サービ

ス事業所、障がい者団体等に対して個別に案内を

行っていくと。また、その他の媒体を利用して、

早期に大会の開催を周知することによって、参加

の拡大を図っていきたいというふうに考えており

ます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 網走のスキー協会と連携して、市民スキー大会

と一緒に、同日に開催予定ということで、障がい

者の方も健常者の方も一緒にスポーツを楽しむ、

ノーマライゼーションにのっとったすばらしい大

会になることを期待いたしまして、私の質問を終

わります。 

○立崎聡一委員長 ここで、暫時休憩します。 

午後１時 55分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時 05分 再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

 川原田委員。 

○川原田英世委員 それでは、早速質問を何点か

したいと思いますけれども、先ほどから何件かあ

りました開業医誘致に関してです。基本的には内

容は十分よくわかりました。もう少し時間がかか

るかなと思ったのですけれども、ぱっと２件とい

うことで、大変喜ばしいことだなというふうに思

います。まちの中で早く定着していっていただい

てというふうに思うところなのですが、１点だけ

聞きたかったのは、まち・ひと・しごと創生総合

戦略の中に、新規開業医機関数とあって、ＫＰＩ

で５年間で２施設とあるのですけれども、これは

これによって既にもう達成されたというふうに捉

えていいのか、ほかにまだ目指していくのか、ち

ょっとその確認をしたいと思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 創生の中の２件とい

うことは始まっていますので、とりあえず２件と

いうことで、ただ、先ほどもお話させていただき

ましたけれども、今後も引き続き誘致をしていく

という形は、今の段階では継続ということで考え

ておりますので、そういうことでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。ＫＰＩの目標

は達成されたがということで、今後さらにという

ふうに受け止めさせていただきます。 

 総合戦略、できた途端に既に達成ということに

なっていますけれども、ここで達成されたからと

いうことでなく、これから先、さらに戦略の深い

ところ、掘り下げを進めていっていただきたいと

いうふうに思います。 

 次に、これも先ほど質問があった母子手帳アプ

リに関して何点か伺いたいというふうに思うので

すが、状況についてはよくわかりました。なかな

かまだ目標数にいたっていないというところなの

ですけれども、ポスターもよく見かけますし、取

組は進められているのではないかなというふうに

思います。 

 これが広まっていかないのには、一つには、ア

プリの機能をより充実性していかなくてはいけな

いという課題が一つあるのではないかなと思って

います。今、コロナウイルスの関係もあって、子

供たちが家の中にいると、なかなかお母さんたち

も兼業している方は大変な状況にあるというふう
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になっていて、ＩＣＴを活用した様々な子育てシ

ェアだとか子育ての仕組み、民間がやっているも

のが非常に注目を浴びていて、新聞上でも、アズ

ママという子育てシェアリングのサービスを行っ

ている創業者の方をお呼びして講習会をやったの

ですけれども、そのサービスの利用者も 10 倍ぐ

らいに、急にコロナの関係で増えたということも

あって、このＩＣＴの活用が変なところから増え

てきているのだと思います。そういうところとの

連携だとか、アプリの強化をこれから検討してい

くべきではないかなと思うのですが、その点につ

いての見解を伺いたいと思います。 

○永森浩子健康推進課長 先ほども少し出ました

が、アンケートをとったときに、市民の皆さんの、

お母さんたちの声として、すごく情報をこのアプ

リを通して知りたいのだなというのがすごく強く

傾向としてありました。保健センターからの発信

ですとか、いろいろ市からの発信も、始まってか

ら何件かさせていただいているのですけれども、

やっぱり情報量がちょっと足りないかなというの

は感じております。いろいろな工夫をした取組に

ついては、今、提携している業者ですとか、市民

の方の声を聞きながら、より多くの方に利用して

いただけるように研究していきたいなというふう

に思っております。 

○川原田英世委員 これも日々進化を遂げている

産業というか、ＩＣＴの活用はしていっているの

で、なかなか追いつくのが大変というか、僕もわ

からないことがたくさんあるのですけれども、い

ずれにしても、この利活用というのはこれから重

要になってくるなというふうに思いますし、例え

ばそのアプリの中に、ＳＮＳのような機能も埋め

込んで、チャットができるだとか、やりとりをし

て、ちょっとした相談も受け付けられるような機

能も一つ持たせるだとか、いろいろな可能性がた

くさんあると思います。そういうソフトがたくさ

んできるというよりは、このアプリでいろいろな

機能があって、一つでお母さんたちの課題やいろ

いろな悩みが解決できるというような仕組みにで

きれば、それはすばらしいものだなというふうに

思いますので、難しい部分はいっぱいあると思い

ますけれども、十分研究をして、どんどん前に進

めていっていただければなというふうに思います。 

 次に、災害廃棄物処理についてお伺いしたいと

思います。 

 今日も、今朝方、大きな地震がありました。 

 もう何か地震といっても、物珍しいものではな

くなってしまって、毎週のようにあるのではない

かなという感じの状況ですし、また、洪水ですよ

ね。 

 夏の間、関東、関西ともに大変大きな洪水で、

そういうふうになると、やはり課題になってくる

のが瓦礫だとか、そういったものが大量にまちの

中を埋め尽くしてしまうような状況が発生すると

いう課題があります。これ、国のほうでも非常に

大きな問題だということでクローズアップされて

いましたけれども、こういった災害時に大量に発

生すると想定される廃棄物の処理について、どの

ような対策を検討しているのか、対策、計画等を

お持ちなのであれば、それも併せてお伺いしたい

と思います。 

○近藤賢生活環境課長 災害廃棄物の処理計画で

ございますが、義務づけとはなっていないのです

が、国、道から早期の策定を求められているとこ

ろです。当市としましては、令和２年度のできる

だけ早い時期に、広い市有地を所管する関係部署

と協議を実施し、非常時の災害廃棄物の仮置き場

を選定するとともに、市内廃棄物処理業者、そし

て産業廃棄物の処理業者とも調整して、計画策定

に向けた基盤を固めていきたいと考えているとこ

ろです。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 そういった場合に、どこに瓦礫等を一時的に置

くのかだとか、そういったことも、これはいつ起

こるかわかりませんから、早急に決めておかなく

てはいけないのだなというふうに思います。 

 近隣の自治体では、北見市はこの１年をかけて

災害廃棄物処理計画を策定するということですし、

紋別市は 18 日に産業資源循環協会がこの件につ

いて協定を結んだということです。協会側のほう

も、網走市はどうですか、大丈夫ですかというこ

とで、心配をされていたというふうに私のほうに

も連絡がありましたので、ぜひ連携をして、早期

に計画を立てていただければと思いますので、こ

の件はまずお願いしたいと思います。 

 次に、プラスチックのごみについてちょっと伺

いたいと思っています。 

 代表質問の中でもマイクロプラスチックの問題

等が出ていましたけれども、これはもう既に大量

に海中に存在してしまっているプラスチックごみ
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ですので、今からこれを取り除いていくというの

は、やっぱり国際的に相当大きな力がないといけ

ないのだろうなというふうに思っています。この

ことを進めていくことは、同時に、まず私たちが

できることというのは、そもそもが、プラスチッ

クのごみを減らしていくことだろうということだ

と思います。以前も一般質問でさせていただきま

したけれども、一番多いプラスチックのごみは、

何といっても使い捨てのごみ、一時的な、本当に

１回使ってそのまま捨てるだけのごみがほとんど

だというような状況も含めて考えると、やはりそ

ういった使い捨ての、便利なのですけれども、言

ってしまえば、便利だから普及しているというこ

とで、そういったものをどうやって減らしていく

のかということを、本格的に官民合わせて進めて

いかなくてはならないのだと思います。 

 以前に質問させていただいたときには、民間の

そういった小売業者とも話し合う機会があるので、

検討していくということだったのですけれども、

その状況は今どうなっているのか、お伺いしたい

と思います。 

○近藤賢生活環境課長 プラスチックごみの関係

でございますが、国のほうでは、本年７月からプ

ラスチック製レジ袋の使用に対して規制を強化す

るとの方針があることで、今年の１月下旬に網走

市レジ袋等削減推進連絡会を開催したところです。

今回は商工会議所、そして消費者協会、商店街振

興組合の方に参加していただき、スーパーの方か

らは、事前に調査表を提出いただいた中で意見交

換を開催したところです。意見交換の中では、レ

ジ袋の規制については、まだ国からの情報が少な

く、７月以降の袋の対応がまだ未定であるという

意見も多かったところであります。 

 ＳＤＧｓの目標にもありますが、つくる責任、

使う責任ということもございますので、そのあた

りから、今後も事業者と連携をとりながら、トレ

ーや包装を減らす、そして市民のごみ処理費用も

軽減するということを目標に、今後は削減に向け

た議論を進めていきたいと考えております。 

○川原田英世委員 ぜひそういった議論を進めて

ください。やはりトレーだとか、何重にも包装さ

れているのですね。僕が世界中見てきた中では、

日本だけです、これほどまでにプラスチックを使

用している国というのは。今、あらゆるもの全て

が包装されていますけれども、魚とか、氷をばっ

と入れて、その上に魚の鮮度のいいのが並んでい

るというほうがずっと見た目がいいのですけれど

も、日本はなぜか全部パッケージしてしまうので

すね。日本人ならではなのかもしれないですけれ

ども、僕はもうそういった状況は必要ないのでは

ないかなと思っています。それは個人個人の努力

だとか認識で変えていける社会の仕組みだと思い

ますので、そういった、些細なことなのかもしれ

ないですけれども、そういうところから、また、

販売業者さんの皆さんの御理解をいただくことも

前提ですけれども、ぜひ進めていっていただきた

いというふうに思います。 

 そして、もう一つお伺いしたいのは、地球温暖

化の関係です。これも代表質問の中でもありまし

た。グレタさんの国連での発言等もあって、国際

的にもかなり進んできたのかなというふうに思っ

ています。 

 一番大きな成果だったのは、世界市場、マーケ

ット、また、金融機関等がこれを大々的に進める

ということで、経済的にも環境問題というのが多

くクローズアップされたことではないかなという

ふうに思います。 

 しかし、その中で日本の歩みというのは極めて

遅い。乗り遅れたというか、世界からちょっと置

き去りにされているのではないかなと、この対策

に関しては思います。ビジネスとしても、この地

球温暖化対策というのが一つ注目を浴びている中

で、さらに前向きに網走としても取り組んでいく

必要が私はあると思っています。 

 ところが、さっきの質問を聞いていると、どう

も外向きの議論ばかり聞こえてきていて、啓発、

市民にこうしてほしい、理解してほしい、対策し

てほしいというようなことが出てきてはいるので

すけれども、では市の内部ではどうなのかという

ことなのです。例えば今、公共交通網の計画が練

られていたり、市役所の建て替えについても議論

が進められていっている中ですけれども、そうい

った議論の中に、やはり地球温暖化に対する対策、

そういった有識者や学識者等の意見を入れる、そ

ういった場面というか、そういったことが重要な

のではないかと。そして、その計画にしっかりと

反映させていく、これが有効的な地球温暖化対策

だと私は思うのですけれども、見解を伺いたいと

思います。 

○近藤賢生活環境課長 地球温暖化の取組でござ
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いますが、当課としましては、これまで、市民み

んなでできる 10 の取組など、市民と事業者に対

する啓発資料を配付し、一人一人がエコな取組を

行えば大きな効果が生まれるということで啓発を

進めてまいりました。 

 また、市のほうでも、地球温暖化に関係する大

きな事業がございます。また、これからの庁舎を

はじめ、そして道路照明、水道などのインフラ整

備に関しましても、地球温暖化防止対策というこ

とが必要でありまして、そういった内容の環境省

の補助のメニューもあることから、当課としては、

そういった情報を適宜集めまして、庁内の関係部

署に伝え、情報提供してまいりたいというふうに

考えております。 

○川原田英世委員 国のほうでもそういうメニュ

ーが用意されているということでありますので、

ぜひ議論を進める中で、国の活用も含めて前向き

に取り組んでいっていただきたいというふうに思

いますし、調査に関しては、議員でも全部に関し

て勉強会をした経過があります。未来の責任を果

たすという観点でいけば、コストは確かにかかる

かもしれませんけれども、それ以上にしっかりと

地球環境を、子供たちにクリアな環境を残してい

くという責任があるというふうに私は強く思いま

すので、ここはしっかりと進めていっていただき

たいというふうに思います。お願いします。 

 最後にもう１点伺いたいのは、担当は変わりま

すけれども、児童館の管理についてちょっとお伺

いしたいと思います。 

 昨日、ちょうど報道で、児童館、こういった状

況で利用されている子供たちがいて、大変助かっ

ているというような記事が出ていました。こうい

う有事のときは、多分、そもそも利用者は少ない

のだと思うのですけれども、普段は子供たちの笑

い声がいつもにぎわっていて、利用は、網走市の

児童館はすごく多いのではないかなと思うのです

が、状況についてお伺いしたいと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 市内の児童館につき

ましては、公立の児童館が４館、それから民間の

児童館が１館の計５館を小学校区におきまして、

それぞれ設置をしている状況で、利用状況につき

ましては、平成 30 年度におきましては、年間延

べ人数におきまして４万 8,249 名、それから、平

成 31 年度は 12 月までの９カ月間でございますが、

３万 7,016 名の児童が利用していただいている状

況でございます。 

○川原田英世委員 利用されていますね。思った

以上だなと思っています。子供の人数が減ってき

ているから、総体的には減っていっているのでし

ょうけれども、やっぱり利用されているのだなと

いうことがわかりました。 

 管理ということで予算を組まれていますけれど

も、どのような内容なのか、お伺いします。 

○清杉利明子育て支援課長 児童館管理運営事業

におきます予算の内容でございますが、まずは各

児童館におります職員の人件費、それから、施設

の管理上の経費、燃料費、それから修繕費、光熱

水費等、それから、民間の児童館が１館ございま

すので、そちらへの委託料などになっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 計上経費と、職員の部分と、委託の部分だとい

うふうに理解しましたけれども、やっぱりこれ、

僕は児童館を見ていると、建物の老朽化というの

がとても気になっているのですけれども、そこの

部分については特に予算はないのか、お伺いした

いと思います。 

○清杉利明子育て支援課長 来年度の予算計上に

つきましては、小規模な修繕費ですとか、設備等

の交換の備品購入費などは予算計上しております

が、大規模な改修ですとか建て替えの費用等につ

いては計上をしていない状況にございます。 

○川原田英世委員 大規模なのはしないけれども、

古いから、やっぱりいろいろな部分で傷みがある

と思いますので、そこの修繕は行っていくという

ことなのかなというふうに思いますけれども、そ

の老朽化が気になるところで、特に今、耐震化と

いう部分でも大変気になるのですが、この古い建

物で、耐震の状況というのはどうなっているのか、

お伺いします。 

○清杉利明子育て支援課長 市の児童館におきま

しては、耐震基準はクリアをしているという状況

にはございますが、ただ、いずれにしても、古い

児童館ではございますので、平成 28 年 11 月に作

成をしております網走市公共施設等総合管理計画

におきまして、西児童館と福祉児童センターにつ

きましては、老朽化が進んでいるとしまして、更

新を検討する施設として位置づけられてはおりま

すが、現在のところは具体的な個別計画は持ちあ

わせていない状況にございます。 

○川原田英世委員 子供たちにとっても保護者に
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とっても大変重要な施設だというふうに思います

ので、できるだけ早く、傷んでいる部分を直しな

がら使うというよりは、ちょっと見ていると、や

っぱり、特に冬の間は寒そうだなというのも含め

てあるものですから、子供たちのものから、まず、

やっぱり新しいものにしていってあげたいなとい

うふうに思います。そこは計画を持って建て替え

るなり、進めていっていただきたいというふうに

思いますので、お願いしたいというふうに思いま

す。 

 質問は以上で終わります。 

○立崎聡一委員長 次、山田委員。 

○山田庫司郎委員 本当に久し振りの質問席です。 

 今回、二つの事業について質問させていただき

ながら議論させていただきたいと思います。 

 まず１点目でありますが、予算説明書の 61 ペ

ージです。ひとり暮らし高齢者等緊急通報システ

ム事業についてお聞きをしたいというふうに思い

ます。 

 まず、令和２年度、新年度で 550 万円予算計上

されていますが、この予算の内訳についてお示し

をいただきたいと思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 ひとり暮らし等高齢者

緊急通報システム事業の事業費の内訳でございま

すが、まず、消防南出張所に設置されているセン

ター装置の賃借料といたしまして 126 万 5,000 円、

機器の購入分としまして 247 万 5,000 円、ほか、

設置手数料や需用費としまして 176 万 7,000 円と

なっております。 

○山田庫司郎委員 賃貸料といいますか、借りる

金額と、機種の購入と設置と、こういうことで今

お聞きをさせていただきました。 

 この事業をちょっと振り返りますと、約 30 年

近く、事業として続けている事業だというふうに

認識をしているわけですけれども、平均して 300

万円程度、仮に予算づけをして実績を積んだとす

ると、約１億円程度の金額を使っているわけであ

ります。 

 ただ、私は、高齢者、特に１人ですから、やっ

ぱり誰かとつながっているという安心感も含めて、

ぜひこの事業というのは続けていかなければなら

ないと、こういうふうに思っていますが、そのこ

とを前提に、ちょっと何点かお聞きをしながら、

意見交換させていただきたいなというふうに思い

ます。 

 まず、今現在、何世帯の方がこの通報システム

を設置しているのか。 

○高橋善彦介護福祉課長 現在、今、市内では

337 世帯でこの緊急通報装置を設置されていると

ころでございます。 

○山田庫司郎委員 337 世帯。それで、この設置

ができる条件、年齢含めて、条件があると思いま

すが、その条件についてちょっとお示しいただき

たいと思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 こちらの貸与要件でご

ざいますけれども、このシステムにつきましては、

寝たきりの高齢者や重度身体障がい者、また、心

疾患などの持病を抱え、緊急時に迅速に対応でき

ない高齢者や障がい者で構成する世帯を対象とし

ているものでございます。 

○山田庫司郎委員 重度とか障がいがある方、寝

たきりとか、こういう方たちが該当するのですか。

ちょっともう１回、僕の理解が。 

○高橋善彦介護福祉課長 申し訳ございません。 

 説明が少し足りなかったようでございますが、

寝たきりの高齢者や重度身体障がい者の方を対象

としております。また、心疾患や持病を抱えてい

る方なども対象としているところでございます。 

○山田庫司郎委員 これ、私の勘違いだったらと

んでもないことになるのですが、設置をして、例

えば自分が具合が悪くなったときにボタンを押し

ますと。そうなると消防のほうに自動的に連絡が

いって、ちょっと話もできるシステムがあるはず

ですから、そうなりますと、寝たきりの方とか重

度の方というのは枕元に置いてということになる

のですか。それで、例えば 70 歳以上の方がひと

り暮らしになりましたと。誰もいないので、何か

あったときに困りますから、そういうときにはボ

タンを押したいのだと、そういう事業ではなかっ

たのかなとちょっと私は認識しているのですが、

今の条件を聞くと、相当限られた分しか該当しな

いように思うのですが。 

○高橋善彦介護福祉課長 貸与の要件としまして

は、先ほど説明させていただいたとおりでござい

ますけれども、支援するに当たりましては、いろ

いろな諸条件、それぞれ皆さん抱えている問題等

ございますので、そういったところ、訪問させて

いただきながら、状況等確認させていただいて、

設置をしているところでございます。 

○山田庫司郎委員 わかりました。 
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 それで、例えば一つのシステムとして、価格と

いうのは、設置も含めてですが、大体どのぐらい

かかるのか。 

 それと、必ず、機器ですから、いわゆる耐用年

数があって、更新をしていかなければならないと

思うのですが、その更新というのは大体何年ぐら

いなのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 機器の１台当たりの単

価でございますが、こちら、設置費込みで 10 万

7,000 円となってございます。また、機器の耐用

年数につきましては、新規購入から 10 年程度と

されているところですけれども、７年経過したも

のにつきましては、内蔵されているバッテリーの

交換をすることで、さらに５年程度延伸すること

で、使用期間を約 14 年間というような形で更新

をしていっているところでございます。 

○山田庫司郎委員 結構高価なものだというふう

に思うわけですけれども、更新が約 10 年程度で

すから、バッテリーの交換によってまた長持ちす

るということもちょっと今お聞きをしました。 

 それで、配付だというふうに思っていますから、

例えば、失礼な言い方ですけれども、その方がお

亡くなりになられたとか、転勤をしまして転居し

ましたとか、もうそこにいられなくて施設に入居

したとか、いろいろな方がいらっしゃると思いま

すが、そういうときには返却という形になると思

うのですが、その辺は、今の確認を含めて、状況

というのはどんなような状況なのか。うまくそこ

はスムーズに動いているのですか。 

○高橋善彦介護福祉課長 端末装置を使わなくな

った方の取り扱いですけれども、基本的には返却

していただくというような形になりますので、お

亡くなりになられた方や施設に入られた方につき

ましては、御家族の方であったり、支援者の方に

つきまして返還の届け出を出していただきまして、

装置を取り外すという運びとなっております。 

○山田庫司郎委員 そうなりますと、例えば２年

でもう使わなくなったといったら戻ってくる場合

はもちろんあるわけですし、いろいろ様々な状況

がきっとあると思うのですが、それで、全て新規

ではなくて、そういうものも使える間は、要請が

あった家については、それを持っていって設置を

する場合もあるということで、ですから、毎年毎

年予算づけをしていますけれども、新規で購入す

る機械があったり、要するに途中で返却のあった

ものを、今度は設置をするとか、いろいろな状況

を想定した中での今予算を組んでいるということ

で理解をしていいですか。 

○高橋善彦介護福祉課長 お見込みのとおりでご

ざいまして、耐用年数にまだ満たないものにつき

ましては、当然、在庫を抱えまして、それを新た

に新規で申請された方に設置をするというケース

もございます。 

○山田庫司郎委員 それで、今お聞きをしました

けれども、工夫しながら対応を原課はしていると

いうふうに理解をさせてもらいますが、やはり非

常に高価なものだということも一つあるわけです

が、約 30 年近くなるこの期間の中で、時代とい

うのはどんどんどんどん進んでいきますし、技術

革新もいろいろあるというふうに思うのですが、

当初、一番最初からのやり方、機種も含めて、ず

っとそれを踏襲してきているのか、途中でやっぱ

り見直しをしたり、機種をちょっと変更しようと

か、いろいろなことというのは考えたことが経過

の中にあるかどうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 事業の開始当初から約

30 年がたつわけでございますが、こちらにつき

ましては、様々な取り扱いがございますので、今

後につきましても、高齢者人口が増加し、需要が

高まると推察されるところでございますので、他

都市や民間既存システムなどの新しい見守りシス

テムなども今後は研究してまいりたいというふう

に考えております。 

○山田庫司郎委員 今までやはり同じ形できっと

それをやられてきたのだと。それがどうだこうだ

ではないのですが、今、課長から答弁あったよう

に、ＩＣＴ化に今進んでいる、ＡＩ化の時代だと

いうことも一つ背景にありますけれども、ただ、

高齢者やこういう方たちですから、単純にスマホ

やそういうものを使って何かすればということに

はなかなかならないと思います。ただ、やっぱり

技術革新の中で、今までのやり方と違うやり方が、

今、課長から答弁あったように、ちょっといろい

ろ研究して、見直しをして、幾らかでもやはり安

くなるようなことも工夫していく時期が、私は来

ているのではないかとちょっと思うのですが、そ

の辺、見解をお願いしたいと思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 先ほども御答弁したと

おり、民間既存システムや他都市の状況等、いろ

いろ研究しながら、今後もこの事業については継
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続してしていきたいというふうに思っております。 

○山田庫司郎委員 御答弁いただきました。ぜひ

そういう形で、成果が出るか出ないか、私もわか

りません。ただ、やっぱり研究していただいて、

一歩でも前に進むような形で、この事業の継続を

含めてお願いして、この質問については終わりた

いと思います。 

 もう一つの事業です。し尿処理事業の関係です。

新年度では 4,672 万 6,000 円の計上がありまして、

その中身として運搬事業と事務費、それとクリー

ンセンターの管理運営事業費と、こういう内訳が

今わかるわけでありますが、まず、し尿処理の運

搬事業の中で、下水道が 52 年から供用開始をし

て、下水道ができるまでは、し尿処理事業という

のはこれが主役だったわけでありますけれども、

今、94、５％の普及率含めて、網走は大変普及率

もいいというふうに私も理解をしていますから、

そういう意味では、相当し尿処理として処理をし

なければならない世帯というのは減ってきている

というふうに思いますが、過去３年ぐらい遡って

いただいて、ぜひ下水道区域外と区域内、これは

分かれているのというのは私も理解していますか

ら、区域内、区域外と、できれば処理量、どのぐ

らいの量を３年間処理をしてきているのか、ぜひ

提示いただきたいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 下水道の処理区域内、処

理区域外ごとのし尿処理の世帯でございますが、

平成 30 年度末の数字なのですが、市内のし尿処

理世帯が 542 世帯となっております。そして、約

６割の 325 世帯が下水道の処理区域内、そして４

割の 217 世帯が下水道処理区域外の世帯となって

おります。 

 し尿の処理の量ですが、平成 28 年度が 1,103

キロリットル、そして 29 年度が 1,090 キロリッ

トル、30年度が 1,153キロリットルと、ほぼ横ば

いのように見えますが、長い、過去から追ってい

くと、少しずつ減ってきている状況ではございま

す。 

○山田庫司郎委員 やはり郊外は合併浄化槽の事

業もしていますけれども、この進捗状況との兼ね

合いは一つありますけれども、郊外は下水道で迎

えに行けませんから、どうしてもやはり、なかな

か世帯数は減ってこないという状況は私も認識し

ます。 

 ただ、区域内、これはやっぱり、例えば高齢者

が１人で住んでいる家、なかなかお金をかけて水

洗化できないとか、いろいろな状況というのがあ

るのを私もわかるのですが、これは逆に言うと、

下水道課のほうでも、同じ連携の中で事業をやっ

ていると思いますが、生活環境課も含めて、やは

り水洗化の推進というようなことを、区域内につ

いては特にやっぱり進めていくべきだというふう

にちょっと思うのですが、今、1,000 キロリット

ルですか、量があるということで、これは１年に

１回くみ取るわけでないですから、いろいろ３年

なり４年の平均を見なければならないと思います

が、約横ばいだという報告もいただきました。 

 それで、最終的にやっぱり人口が減ってきてい

ますし、空き家が多くなってきているということ

は、世帯数もだんだん自然に減っていく場合と、

やはり水洗化が推進することで減っていく場合が

あると思うのですが、今後、やはり水洗化の推進

について、原課として、下水道課の関係もありま

すけれども、原課として何か考え方があればお示

しいただきたいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 し尿処理世帯の区域内の

下水道処理の推進でございますが、当課としまし

ては、適正にくみ取りをするということで進めて

いき、申し込みがあればきちんと対応し、適正に

処理するということになります。その内容につい

ては下水道課とも話をしたいと考えております。 

○脇本水道部長 今お尋ねのあった水洗化の促進

の取組についてでございますけれども、供用開始

以降、水洗化資金の貸付事業も含めて、長年取り

組んできたわけでございます。今後も引き続き、

普及率は相当高まって、件数は減ってきています

けれども、引き続き同じような取組をしながら、

水洗化の普及促進には努めてまいりたいと思って

います。 

○山田庫司郎委員 関係部長がいたので御答弁い

ただきましたけれども、ぜひ、本題はやはり下水

道課のほうの水洗化の推進だというふうに思いま

すけれども、ぜひ生活環境課のほうも、そのこと

によってやっぱりくみ取りの量が減ってくる、そ

ういうことも含めて、ぜひ認識はしっかり持って

いただきたいと、こんなふうに思います。 

 それで、水洗化をやはり進めながら、し尿の量

を減らしていくと。これはやっぱり取組として、

自然となっていく部分と、やっぱりそれを推進し

ていくという考え方も市として持っていかなけれ
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ばならないというふうに思います。 

 それで、これと連動してクリーンセンターの関

係が出てくるのですけれども、クリーンセンター

は、今、大空町と一部事務組合ですか、まだ違い

ますか。大空町のし尿についてもいまだ受けてい

るのだろうと、クリーンセンターでは思いますけ

れども、収入の中で負担金が約 2,200 万円ありま

すし、し尿の手数料で 1,300 万円ぐらいあるので

すが、この負担金は、逆に言うと大空からもらっ

ているお金というふうに単純に思っていいのです

か。 

○近藤賢生活環境課長 し尿処理の施設利用負担

金でございますが、こちら大空町から発生しまし

たし尿と浄化槽汚泥、それと網走市で発生したし

尿と浄化槽汚泥の、その搬入割合を計算しまして、

大体 55％が網走市、45％が大空町の負担という

ことで計算をしまして、今年度については 2,300

万円の負担金を予算としているところでございま

す。 

○山田庫司郎委員 わかりました。 

 量によって按分して、負担金として当市も含め

て負担をしていると。この負担金によってクリー

ンセンターの管理運営は、ほぼ賄われているとい

うふうに単純に思っていいと思うのですが、ここ

はいいですよね。管理運営事業費と負担金の整理

をすれば、逆に負担金がちょっとぐらい余るよう

な形になるかもしれませんが、管理運営はこの中

でできているということでよろしいですね。直接

の市の持ち出しはないけれども。 

○近藤賢生活環境課長 負担金をいただいている

ところですが、全てがし尿処理のほうに充当され

ているわけではなく、最終的には下水処理施設に

流れていますので、一旦市のほうで処理負担金と

受けた中から、下水道事業会計のほうに繰り出す

形になっております。 

○山田庫司郎委員 わかりました。 

 ただ、クリーンセンターの管理運営上は、ここ

は今、そんなに問題ないというふうに考えていい

と思うのですが、それで、クリーンセンターの今

の事業ですが、汚泥をまず受け入れて、何らかの

処理をして、圧送管で最終的に終末処理場まで行

くのですが、クリーンセンターではどんな作業を

していて、例えば何人ぐらい人員というのは配置

されて作業しているのか。 

○近藤賢生活環境課長 クリーンセンターでの内

容でございますが、作業員が２人常駐しておりま

す。その２人の作業員がし尿の受入れ、そしてク

リーンセンターの運転を行っております。 

 クリーンセンターでの作業の内容ですが、受け

入れたし尿を破砕し、それからドラムスクリーン

といったもので、し尿の中には間違って落として

しまったものがごみとして入ってきますので、そ

ういったものを取り除き、そして井戸水からくみ

出した水で薄めて、希釈してから下水道施設にほ

うに放流をして、最終的には港町のほうの下水処

理場に運び込まれている形になっております。 

○山田庫司郎委員 ですから、クリーンセンター、

私、10 年前ぐらいにも１回この質問をした経過

があるのですが、最終的には、やっぱりし尿とい

う量を減らしつつ、全くなくなることは私もない

と思っています。最終的にどのぐらいの量になっ

たときに、これ、大空町との協議ももちろん必要

ですから、端的に網走だけということになりませ

んが、私、十何年前に言ったのは、量が減ってき

たときに、直接終末処理場に、やっぱり母屋の改

修も含めて、車を直接入れて、そこに搬入すると

いうことは、可能性というのはないのかと。そう

なれば、クリーンセンターというのはもう必要な

くなるという可能性も出てくるのではないかとい

う、ちょっと議論したことがあるのですが、それ

からまた時もたっていまして、量が 1,000 キロリ

ットルがいいのかどうかもありますけれども、将

来のことを含めて、このクリーンセンターの機能

を縮小しながらでも運営していくということに、

今、基本的に考えていると思いますが、もう少し

将来を考えたときに、クリーンセンターそのもの

をどういうふうにしていくかという、何か今の段

階でお考えがあるかどうか。 

○近藤賢生活環境課長 クリーンセンターの方向

性でございますが、クリーンセンター、し尿が入

るので、どうしてもにおいとかがするイメージも

ありますし、実際、二見ヶ岡の横を通ると、煙突

からかげろうのようなものが出て、温度が違うの

でそういった状況があるのですが、技術の進歩も

踏まえて、今のクリーンセンターも 25 年経過し

ております。そして、下水処理場についてもかな

りの年数が経過していますので、今後、そういっ

た将来性を考えるときには、双方担当同士が協議

をして、効率的な処理も考えていくことも必要で

はないかと考えております。 
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○山田庫司郎委員 非常に大きな課題ですし、難

しさもいっぱいあると思います。今、課長言われ

たように、終末処理場もやっぱりいろいろ直して

いかなければならないこと、改修も含めてこれか

ら出てくると思いますし、クリーンセンターその

ものもいつまでもつかという議論も一つ出てくる

というふうに思いますから、やっぱりそれをちょ

っと頭に入れながらというよりは、やっぱり最終

的にどう処分していくか。やっぱりし尿というの

は希釈して入れるのが一番いいことなのですが、

母屋をやっぱり改修して、車が入って、においも

うまく出せるような装置も含めて、最終的には終

末処理場で車が直接搬入して、そこで処理できる

ような形も一つ視野に入れながら、ぜひ検討も含

めて、下水道のほうとの連携もしてですけれども、

そこをお願いをさせていただいて、私の質問を終

わらせていただきます。 

○立崎聡一委員長 次、栗田委員。 

○栗田政男委員 それでは、早速質問に入らせて

いただきます。 

 私のほうは１点、老人クラブの運営費の補助金

についてお尋ねをしたいと思います。 

 この案件については、決算委員会等でお話をさ

せていただいていますが、302 万 7,000 円の予算

がついております。まずは、多分これは１人頭の

割合とか、いろいろな形で補助をされているのだ

と思うので、その内容について教えていただきた

いと思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 老人クラブ運営補助金

の予算額のまず内容でございますが、こちら、ク

ラブ割３万 6,000 円、こちらが 40 クラブで 144

万円となっております。また、会員割につきまし

ては 910 円掛ける 1,743 人分としまして、158 万

6,130円となってございます。 

○栗田政男委員 このクラブ割というのは、人数

が相当開きがあると思うのですが、１クラブ当た

りこの金額ということで理解していいですか。 

○高橋善彦介護福祉課長 お見込みのとおりでご

ざいます。 

○栗田政男委員 そうですか。 

 差がないと。それもいかがなものかなと思うの

ですが、そこは置いておくとして、910 円、多分

これ、しばらく変わっていないように私は記憶の

中で思っているのですが、まずは 910 円、いつか

ら始まって、その積算根拠というのが多分あると

思うので、その内容について教えていただきたい

と思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 この補助単価の積算根

拠でございますが、明確な基準はないものの、北

海道における補助単価を参考とする中で、平成

15 年から単価を今現状のとおり据え置いている

状況でございます。 

○栗田政男委員 15 年間同じ金額だったという

ことであると。15 年たつと、世の中は大きく変

わるのですね。時代も変わりますし、今回のよう

に有事的な大変なパニックの状況も生まれるとい

うことですから、やっぱり時代というのはその都

度見直しが必要だと私は考えています。910 円、

ずっとそのままで、多分、今年もその 910 円が算

定基準ということですから、変わっていないとい

うことなのですが、今後もこの 910 円というのは

永久に続くというふうに考えてよろしいですか。 

○高橋善彦介護福祉課長 今後における補助単価、

この補助金の在り方につきましては、網走市の老

人クラブ連合会が主催します老人クラブ組織強化

検討会議などで、現状の把握や補助金の在り方等

について意見交換をしてまいりたいというふうに

考えております。 

○栗田政男委員 意見を聞くということですから、

前向きに変更する姿勢を打ち出しているのだとい

うふうに理解をしますけれども、910 円、その当

時、私も平成 15 年、生きていましたから、十分

知っていますし、それほど物価の変動はないので

すが、確実に物価も上昇していますし、いろいろ

な面で費用もかかるようになっています。平成

15 年ですから、バブル景気の一番どん底の低迷

期ですから、それから見ると、今現在、かなり上

がっている状況なので、そういうことをタイムリ

ーにやはりこういう補助制度というのが、たとえ

１人のあれでも、なぜ補助をしているのか、きっ

ちりと根拠を持って予算づけをしてほしいなと思

います。決算のときにお願いをしたのですが、何

とかもう少し増額はできないものか、当時の金額、

910 円というのは、どうも僕は、何で 910 円なの

かなと、10 円はどうしてつくのかなというのも

不思議でしようがないのですが、それはいろいろ

道のほうの絡みでそういう形をとられたというこ

とですから、やはりそれをしっかりと見直して、

今後とも、僕は過保護にそこをしっかりつけろと

いう話ではなくて、時代にあった適正なる補助が
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あれば、運営上、非常にいいものになるのではな

いかなというふうに思うのですが、その辺に対し

て見解はどうでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 各単位老人クラブの活

動につきましては、様々な取組がされていると認

識している中で、各それぞれの状況が違いますの

で、クラブ会員数ですとか、そういったところも

違いますので、そういったところも市として把握

をしながら、老人クラブ連合会と意見交換をして

まいりたいというふうに考えております。 

○栗田政男委員 わかりました。 

 いろいろ検討されていくことですから、事情を

聞きながら、確認をした、調査をした上で予算づ

けも考えていくということです。 

 私か言いたいのは、先ほどクラブごとに人数も

違うのに同じ金額を出しているということ自体に

も、私はちょっと問題があると思います。この部

分もしっかりとやっぱり検討していただいて、公

平さ、公正さというのが必要ですし、その老人ク

ラブによって、１年に１回の事業で例えば 910 円

を使ってしまうところもあれば、毎月の事業の中

に繰り入れてやっていくところもあるというよう

に思っています。そういう中でしっかり、これか

らしばらくの間はこういう高齢者に対するいろい

ろな社会保障というのはどんどん増えていかざる

を得ない状況であります。 

 ここは本当に過保護にしすぎてもまた困る部分

ですし、原資がありますから、そこばかりをやは

り手当していくというのは難しい状況だと思いま

すけれども、なるべく時代にあった、今、当市に

おいて老人クラブの活動というのは、本当に元気

な高齢者の方が集まって、本当に楽しそうに活動

されている場面をよく見ます。これはやっぱり健

康都市宣言をしている当市ならではの一つの形な

のかなと思いますし、できるならば、私たちもや

っぱりそういう環境の中にいずれ入っていきます

ので、近いうちに。そういう中で、笑いながら楽

しく、ぴんころとよく言われますけれども、ころ

りとあの世に行ければ一番幸せなわけなのです。 

 そういうことを望みながら、この補助金、僕、

この例を一つとっても、やはり補助というものの

考え方、もう少し真摯に、しっかり毎年毎年調査

をして、結果をしっかり見据えた中で、検討しな

がら予算づけしてほしいと思います。これに限ら

ず、何となく恒例的に支出しているようなところ

が見受けられるので、やはり公費というピュアな

お金だということを認識しながら、しっかりと取

り組んでいただきたいと思います。ぜひとも次年

度の予算づけでは変わっていることを期待しま

す。 

 本定例会では、有事といいますか、コロナ対策

がいろいろありまして、我々も必要最小限の質疑

にとどめ、スムーズな審議に努めたいと思ってい

ます。それで一刻も早くコロナの収束、この後の

ほうが僕は非常に心配しています。要は町場で

は、コロナも怖いけれども、倒産も怖いというよ

うな今状況がまさしく見えています。私も 60 年

しか生きていないので、60 年の中で、今まで経

験したことがないので、ちょっと本当に何という

答えも出てこないのですが、心配しながらも前に

進まなくてはいけないという非常に歯がゆい思い

でございますが、何としてもみんなで乗り切って

いただきたいということを申し上げたいと思いま

す。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 ここで、暫時休憩します。 

午後３時 01分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時 10分 再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行します。 

 平賀委員。 

○平賀貴幸委員 それでは、質問をさせていただ

きたいと思います。 

 最初に、廃棄物処理場の関係について何点か伺

いたいと思います。 

 まず、廃棄物処理場の現状について伺いたいと

思いますが、現状の課題、あるいは、埋め立てに

は計画等あったと思いますけれども、それと、ど

んな状況になっているのか、伺いたいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 明治の処理場の関係でご

ざいますが、現在、課題となっておりますのが、

最終処分場周辺にカラスが集まり、また、最終処

分場にも、八坂にあったときほど鳥の数は多くな

いのですが、おむつや分別していない埋立てご

み、生ごみの袋などの処理残渣を埋める時間にな

ると鳥が処分場に集まってくるような状況がござ

います。また、そういったことが問題になってい

るので、今後は処分場のほうで委託しているハン
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ターを入れて、周辺農地の所有者の了解を得た上

で、ハンターを入れた上で駆除も進めていきたい

というふうに考えております。 

 また、埋立て処理量の関係でございますが、明

治の新しい最終処分場は、完全に分別をした後の

目標値は、埋立て量は年間 4,550 トンとしていた

ところですが、平成 30 年度の埋立て量は 8,141

トン、3,000 トン以上上回っております。 

 これは、本来、分別されるべき生ごみなどが埋

め立てるごみの中に多く混入しているため、そう

いったことから、分別を啓発して、埋め立てるご

みを減らすとともに、さらに再利用と中間処理の

方法についても検討していきたいというふうに考

えております。 

○平賀貴幸委員 状況についてはわかりました。

理解させていただきます。 

 そこで伺いますけれども、まず、鳥獣被害のほ

うですけれども、そういった被害があるというこ

とは地域のほうからも出てきておりまして、また、

いっとき、ものすごく増えたこともあるというふ

うに伺っております。何かを大きく埋めたのでは

ないかという話もあるのですけれども、過去含め

て、この処理場ができてからそういったことがあ

ったのか、伺いたいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 明治の処理場、最終処分

場ですが、いっとき、何かを多く突然埋めるとい

うことは基本的にない状況ではあります。ただし、

平成 30 年の停電の際、ブラックアウトの際に、

事業所と廃棄物の収集運搬業者と、そちらのほう

から申し出がありまして、大量の食品廃棄物があ

る、例えば冷凍食品で売れ残ってしまったもの、

それが冷蔵庫が効かない中でずっと置いてあって、

処理しきれない、また、家庭の冷凍食品であれば

そんな量ではないので、分別して出すことは可能

ですが、スーパーですとか、そういった大量にあ

るところは分別が不可能であるということで、直

接埋めたい申し出があり、埋めたことは実際ござ

いました。 

○平賀貴幸委員 いわゆる産業廃棄物に該当する

のだと思うのですけれども、法的には受入れは、

そこは問題ないというふうに理解してよろしいの

でしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 食品残渣という形になり

ますので、産業廃棄物の動植物性残渣は食品加工

場から出るものに食が限定されておりますので、

スーパーなどから出たものは全て一般廃棄物の分

類になりますので、そこは法律上、問題ございま

せん。 

○平賀貴幸委員 裏を返すと、食品加工場等から

出たものについては受入れをしなかったというふ

うに理解してよろしいでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 市の処分場は一般廃棄物

の最終処分場ということでございますので、産業

廃棄物に類するものは入れることがそもそもでき

ない状況です。 

○平賀貴幸委員 どうやらそのぐらいの時期から

多く増えてきたというような声があるようであり

まして、地域等にそういったものを埋めたとか、

議会でも初めて聞きましたので、我々も知らなか

ったところですけれども、少なくとも地域にはそ

ういったことがある状態だとか、そういったこと

を丁寧に説明するほうがよかったのではないのか

なというふうに思いますけれども、その辺、いか

がでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 最終処分場の状況でござ

いますので、緊急事態であったことから、そのま

ま進めてしまいましたが、地域のほうとも、ブラ

ックアウト時にはごみの処分をするということで、

一度説明はした認識でいますが、地域のほうに直

接話をするということは実施していませんでした。 

○平賀貴幸委員 そこはちょっと私の受け取りが

違っていたのかもしれませんが、地域への説明は

していなかったということなので、もう過ぎてい

ることですけれども、そういった状況であるとい

うことは、何かの機会に地域にお伝えしたほうが

いいのではないかなというふうに思います。やは

り信頼関係というのは大切なのかなと思います。 

 そこの影響も若干あるのでしょうけれども、基

本的には、なかなか埋立ての分別がうまく進んで

いないので、計画よりも多く廃棄物が埋立てられ

ている状況なのですけれども、再分別等も行うと

いう形で、そういうことも検討するということで

答弁ありましたけれども、計画どおり、15 年だ

ったと思いますけれども、使える状態に何とか持

っていけるのかどうか、そこが難しくなってきて

いるのかどうか、どんな見通しでいらっしゃるの

でしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 食品ロスのほうの関係で

すか。 

 処分場の関係で、様々なごみが入っていますの
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で、とても埋立て量が増えているところでござい

ますが、そこは適宜修正をしていって、中間処理

できるものは中間処理をし、目標年度まで使用し

たいというふうには考えております。 

○平賀貴幸委員 何とか 15 年間使えるようにと

いうことでしたけれども、当初は 15 年を超えて、

さらに使えるように分別を進めるということで、

できるだけ 15 年ではなくて、もっと長く使うの

だというイメージだったと思いますので、さらに

そこは取組を進めていく必要があるというふうに

改めて思いますので、さらに分別をするというと

ころ、あるいは中間処理をするところ、その辺に

ついてはさらなる取組がやはり必要なのだという

ふうに思います。 

 そこで、もう１点、代表質問の中でも、食品ロ

スについての質問がございました。当会派からの

山田議員からの質問でありましたけれども、その

中で、フードドライブの検討についての答弁もあ

ったところですけれども、減少のための取組とし

ては、これは一つ有効で、かつ、やらなければい

けないことだと思います、食料生産基地の網走、

おいしいまち網走ですので、進めなければいけな

いと思いますが、これまでどのように取り組まれ

て、新年度はどう進めていかれるのか、改めて伺

いたいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 食品ロスの関係ですが、

個人個人の取組、そして飲食店に対する持ち帰り

の促進ですとか、小さいサイズを出すというよう

な取組をしてきたところですが、スーパー、食品

業者、食品販売業者に対しては、今のところ事業

者と協議をしておりません。今後は、事業者から

情報を得て、スーパーの食品ロスの実態をまず把

握するとともに、そのほかそういった消費者協会

などの関係団体と協議して、そういった食品ロス

の使える先、受け取って、受入れてくれる先とも

探しながら、どのような形でフードドライブとい

った活動ができるのか、検討を進めてまいりたい

と考えております。 

○平賀貴幸委員 そこがやっぱり肝になるのだろ

うなというふうに思います。店舗のほうは処理料

を払ってごみを捨てているという状態ですから、

それを引き取っていただいて、それが無駄になら

ないとなれば、経費の削減にももちろんなります

し、ＣＳＲスタイル、企業の社会的責任を果たす

ということにもつながりますから、そこは喜んで

協力していただけるのだろうと私は思っておりま

すので、ぜひそういったところを進めていただき

たいと思いますが、まだこれから検討していくこ

とだと思いますので、店舗の協力だけで終わるの

か、あるいは市民からのいろいろ贈答品でもらっ

たような食品も受け入れていくのか、その辺はこ

れから検討するのではないかと思いますけれども、

現時点で考え方があればお示しいただきたいと思

います。 

○近藤賢生活環境課長 フードドライブというこ

とで、食材を集める、そういった活動を実際にま

だ市内で実施していないので、市としましては、

どのような呼びかけでどのような食材が出てくる

のかということをまず把握しなければ、例えば、

賞味期限ぎりぎりの食材を持ってこられても、そ

れは使えませんし、中には賞味期限が長いような

乾いたお米ですとか、調味料とか、そういったも

のは非常に扱いやすい点もありますので、そのあ

たり、どのような食材が集めやすいのか、また、

どのようなグループ、団体に対して依頼をすると

集めやすいのかということを検討した上で、市民

のほうに呼びかけてまいりたいというふうに考え

ております。 

○平賀貴幸委員 理解させていただきました。 

 どのように取り組まれるか、ここは見守ってい

きたいと思いますが、我々としてもできるだけ協

力をしていたいという意思がありますので、ぜひ

進めていただきたいのと、このことは結果的に貧

困対策等にもつながっていくことになると思って

おりますので、ぜひ食品を大切にする食料生産基

地の網走、おいしいまち網走からこの事業を積極

的に進めながら全国に発信していただくぐらいの

気持ちで取り組んでいただきたいというふうに思

います。 

 次に、医療体制の関係についての質問を何点か

させていただきたいと思います。 

 最初に、現在の医療体制ですけれども、様々な

取組を重ねられながら、人材の確保、あるいは医

療機関、二つの個人病院の開設の流れだとか、努

力もされておりますし、医師の確保、看護師の確

保対策等も進められておりますけれども、現在の

医療体制の中で不足する分野、課題となる分野、

どのようなものがあるのか、現在の医療体制の認

識と含めて見解を伺いたいと思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 現在の医療体制で不
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足している部分という御質問ですけれども、初め

に、一般的に言われておりますけれども、医師、

看護師、いわゆる医療従事者の確保につきまして

は、依然として厳しい状況にあるということは認

識しております。 

 また、先ほど来、出ておりますけれども、開業

誘致に取り組んでいるとおり、救急当番の部分も

担っていただける内科系の診療所も不足している

というような状況は認識しているところでござい

ます。 

○平賀貴幸委員 答弁いただきました。先ほども

若干ありましたけれども、不足する中には、泌尿

器科等、やはりあるのかなと思います。一時期、

網走だけでなくて、地域全体として泌尿器科が危

機的だというような報道もあったところですけれ

ども、今、網走市としては、その辺についてはど

のような認識にいらっしゃるのか、改めて伺いた

いと思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 泌尿器科につきまし

ては、網走厚生病院が平成 25 年度より出張医に

より週２回の診療体制となっておりますけれども、

一昨年、こが病院におきまして泌尿器科が開設さ

れているような状況になっております。通常とい

うか、曜日は関係なく、今、開設している状況に

なっているということでございます。 

○平賀貴幸委員 高齢化の進展等あって、さらな

る確保が必要な分野かなという認識は持っている

ところですけれども、今後、この分野に対しての

取組、何か検討されたりするのでしょうか、見解

を伺いたいと思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 泌尿器科につきまし

ては、高齢化に伴う部分で重要な科だということ

は認識しております。また、以前より厚生病院に

対しましては、通常どおりの開設をしてくれとい

うような形で要望しておりますので、引き続きそ

の点につきましては要望を続けていきたいと思い

ます。 

○平賀貴幸委員 基本的には、お医者さんの確保

ということになるのだろうというふうに理解をし

ておりますけれども、道内の病院、大学病院等か

らの協力をいただくというのが基本だと思います

が、そこももちろん大切なのですけれども、そろ

そろ本州の病院からもそういった協力を得るよう

なルート等をつくっていくのも大事なのかなとい

うふうに思っております。女満別空港があります

ので、そこの路線、民間への委託も含めて活発化

することを考えていくと、そこも一つの活路とし

て見出さなければいけないと思いますけれども、

その辺についての見解を伺いたいと思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 病院の持続可能な医

師確保につきましては、大学の医局との関係が非

常に重要なものということがございます。その辺

の兼ね合いも必要となるところでございますので、

本州からというのは一つの考え方ではございます

けれども、大学、医局とのつながりというのは重

要だということを考えているところでございます。 

○平賀貴幸委員 そこはバランスと言ったらいい

のか、状況を見ながら適時取り組んでいただきた

いと思いますので、ここは状況を見たいというふ

うに思います。 

 次に、在宅医療についてであります。ここも

様々な取組がされているというふうに理解をして

おりますし、代表質問での当会派からの質問でも

一部答弁があったところですけれども、長年取り

組む必要性については議会でも議論させていただ

いて、必要性については共通理解だと思っている

のですが、なかなか進まない分野でもあるなとい

うふうにも思っています。現状、どのような進展

をしているというふうに認識されているのか、見

解を伺いたいと思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 在宅医療につきまし

ては、医師が定期的に診察を行う訪問診療、体の

具合が悪くなったときに求めに応じて訪問する往

診というようなことがあるというふうに認識して

おります。また、急速な高齢化に伴いまして、通

院困難者の増加ですとか、生活の質を重視した医

療増えの期待が高まっておりますので、先ほど委

員もおっしゃいましたけれども、在宅医療のニー

ズは確実に増加していると、多様化しているもの

という認識は持っております。 

 また、医療と介護の連携というふうな部分もご

ざいますけれども、網走市におきましては、ちょ

っと件数のほうは把握できておりませんけれども、

医療法人ですとか、一部のクリニックで在宅医療

というのを取り組んでいるというふうに認識して

おります。 

○平賀貴幸委員 ここは以前も申し上げて、議論

はさせていただいている点なのですけれども、基

本的には医師会と様々な形でコミュニケーション

をとりながら、そこの御理解もいただいて、少し
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ずつでも取り組んでいただくというのが基本だと

思います。年を重ねても、あるいは障がいがあっ

ても、地域で最後まで暮らすのだというところを、

どうかなえていくかというのも大切な一つの目標

だというふうに思いますので、そこはぜひ取り組

んでいただきたいなというふうに思いますけれど

も、見解を伺いたいと思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 今後も医師が不足し

ているというような状況があります。また、そう

いうような状況もありますので、体制も含め、医

師会と連携をし、検討していかなければならない

事項の一つだという認識は持っております。 

○平賀貴幸委員 時間がかかる問題だということ

は私も認識しておりますので、粘り強くここは伝

えながら、市の方針ができるだけ浸透していくよ

うな取組をお願いしたいというふうに思います。 

 次に、疾病対策について伺いますが、全般的に

はいろいろありますので、絞って伺わせていただ

きます。 

 以前も骨髄移植の関係等についていろいろ議論

させていただきましたので、そのことについて伺

いたいというふうに思いますけれども、まず最初

に、骨髄移植、あるいは抗がん剤治療を受けると、

治療前に受けた定期予防接種のワクチンの抗体、

これが失われる場合があるということは御承知の

とおりです。そうすると、特に子供は改めて予防

接種を受け直さなくてはなりませんが、その際の

費用はやはり全額自己負担になるわけです。種類

は少なくとも 10、多ければ 15 種類、あるいは 20

種類ぐらいまであるケースもあります。そうする

と、大体１種類１万円ですから、10 万円から、

場合によっては 20 万円ぐらいの自己負担になる

わけです。御承知のとおり、若い世代、子供のい

る世代というのは収入が少ないのです。しかも病

気の治療のために様々な負担をすることに結果的

になって、経済的にも大変な状況になり、何とか

治っても、さらにここで自己負担が生じるという

ことで、大きな課題になっているのだというふう

に思います。 

 実は小児の、子供で骨髄移植が必要な人数とい

うのは、国全体で、ここ 10 年ほど、毎年約 600

人ほどでありまして、ずっと横ばいで推移してお

ります。全国にならすとそれほど実は多くはない

のですけれども、しかし、先ほど申し上げたよう

に、負担というのはやはり大変重いのだというふ

うに思います。このことも、厚生労働省もいろい

ろ問題だと思っているのだと思います。調査をし

ておりまして、全国の自治体では 90 自治体、

5.2％で何らかの支援を行っているということで

あります。 

 北海道では残念ながらゼロだったのですけれど

も、今年度の根室市の予算に初めてこれが出てき

ております。大人も含めて、骨髄移植や抗がん剤

治療によって、定期予防接種の抗体を失った場合

についての補助をするということでありました。

本来でしたら、北海道を含めてこういった補助を

していただいて、北海道の補助、あるいは北海道

の補助と基礎自治体の補助と両方あって、支えて

いきながら、国に対して、国の責任による実施を

求めていくのが私は適当だと思うのですが、これ

までの国会の答弁だと、国としてはここに手をつ

けないで、自治体の判断に任せるというような趣

旨になっているというのが残念なところなのです

けれども、網走市においても、ぜひこういった課

題については何らかの対応、国への働きかけを含

めて進めていただきたいと思いますけれども、見

解はいかがでしょうか。 

○武田浩一健康福祉部次長 定期予防接種の再接

種につきましては、国が定期予防接種の特例措置

の対象とするなど、基本的に定期接種として扱う

ことが望ましいというふうに考えております。以

前にも地方分権改革に係る提案募集等々の中で、

国に対し、全国市長会において要望を提出してい

るような状況もありますけれども、改善に至って

いないという状況がございます。 

 現在、委員もおっしゃったように、助成を扱う

自治体の例もありますけれども、対象年齢ですと

か、申請期限、助成額などが自治体ごとに異なる

という状況もあることから、制度助成につきまし

ては、国ですとか自治体の動向を注視する中で、

調査、研究してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○平賀貴幸委員 ここにもぜひ、ふるさと寄附を

活用するような網走市になってほしいと思います

が、議論はここは続けなければいけないというふ

うに思うところです。 

 もう１点、骨髄バンクの登録者、なかなかやは

りここが、特に若い世代が増えていかなければい

けないなというふうに思っております。全国平均

では、人口 1,000 人当たり 9.4 人というふうにな
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っているのですけれども、北海道では 8.01 人と

いうことで、下回っている状況にやはりあるわけ

です。何とか改善しなければいけないと思います

けれども、まず骨髄バンクの登録が増えるための

取り組みは、市としてはどのようなことをやられ

てきたのか、伺いたいと思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 網走市のこれまでの

取組といたしましては、北海道における骨髄ドナ

ーの取組は北海道赤十字血液センターや血液ルー

ムで指定されている保健所など、道内 24 カ所が

ドナーの登録窓口となっておりまして、北網圏域

につきましては北見の保健所が対応窓口となって

いる状況がございます。 

 骨髄バンク事業につきましては、厚生労働省、

日本骨髄バンク、日本赤十字社や北海道のホーム

ページによりまして、骨髄バンクやドナーの登録

の流れなどが周知されているところでございます。 

 網走市におきましては、北海道からの骨髄バン

クのドナー登録の使用にチャンスというものがあ

るのですけれども、これを差し置いたり、啓発ポ

スターを保健センター、市役所、公共施設に貼る

周知をしているところでございます。骨髄移植を

希望する全ての患者が移植のチャンスを得るため

には、１人でも多くの方のドナー登録というのが

理解と協力というのが必要であるということにな

りますけれども、あくまでもドナー登録というの

は善意の行動でということで、強制するものでな

いということは前提に置きながら、骨髄バンクに

ついての普及活動が行われることは必要だという

ふうには考えております。 

○平賀貴幸委員 基本的にはボランティアだとい

うふうに思いますので、これは骨髄バンクに限ら

ず、おっしゃるとおりなのだというふうに思いま

すが、そうは言っても、移植が受けられれば助か

る命を失うようなことが、やはりできるだけない

ようにしなければいけない。そのためには、若い

世代のドナー登録が必要ですので、骨髄バンクを

実施する事業の中には無料の啓発事業等もありま

すので、ぜひ、健康福祉部もそうですし、実は教

育委員会もそうなのですけれども、ぜひそこは活

用しながらやっていただきたいと思います。 

 ここはまた改めて議論はしたいと思いますが、

ドナーがなぜ足りないのかという理由は、先ほど

申し上げたような若い世代以外にもいろいろござ

いまして、骨髄バンクの調査によりますと、ドナ

ー側の理由で骨髄の提供に至らなかったケースと

いうのは、健康上の理由以外が 66％あるのです。 

 34％しか、健康上できないという人が実はいな

いということです。そのうち 43％の方は都合が

つかないということなのです。これは職場に骨髄

ドナーの休暇がない、あるいは、骨髄ドナーとし

て実際に移植をする骨髄を提供する際に会社を休

む環境にないとか、それから、ドナー本人と会社

に対する保障制度というものも公式には存在して

いないということもあって、生じていることだと

いうふうに思います。 

 これを何とかしたいということで、全国各自治

体の地方議員含めて、様々な取組を行っておりま

すが、その結果、現在のところ 41 都道府県、626

の自治体で独自の助成が行われるまで広がってま

いりました。また、県単位での独自の助成は 22

都府県ということになっております。 

 しかしながら、北海道においては、北海道自体

を含めて、179 の基礎自治体の中で一つもないと

いうのが残念な状況であります。何とかこの状況

を網走から変えてほしいというふうに思うのです

けれども、検討いただけないかどうか、見解を伺

いたいと思います。 

○武田浩一健康福祉部次長 ドナー側への支援策

というお話だと思いますけれども、日本骨髄バン

クでは、ドナーの費用負担として、面談ですとか、

通院ですとか、入退院における交通費の実費支給、

入院に関する支度金等々が払われているというこ

とがあります。しかし、先ほど委員もおっしゃっ

たように、会社を休むだとかという部分について

はなかなか補助されないという部分もあるという

認識は持っております。提供ドナーやドナーを雇

用する事業体の取組につきましては、現在のとこ

ろ、先進市町村の取組の把握に努めていって、研

究してまいりたいというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 ここも本来なら国が制度として

つくるところだと思いますので、国への働きかけ

を含めて、ここはやっていただきたいと思います

し、北海道は北海道で独自の制度をつくれば、自

治体も取り組みやすいということもあると思いま

すので、引き続き様々な形で私自身も取り組んで

いきたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 介護関係、障がい者福祉関係の質問に移ります

が、介護人材確保事業、あるいは介護福祉士確保
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対策事業等で、人材の確保に一生懸命努力をされ

ているということは理解をします。それが結果的

にうまくいったりいかなかったり、まだまだこれ

からだったりという状況なのだろうということも

わかっておりますが、今回の新型コロナウイルス

によって様々な影響が職場に出て、人材の確保含

めて危機的な状況にあるという認識を私は持って

おります。 

 最初にまず伺いますけれども、現場に対して、

今どのようなことが起きているのか、調査を国や、

あるいは北海道からも行うような、様々な指示、

依頼等が来ていると思いますけれども、どのよう

なことを行われてきたのか、また、マスクや消毒

等の衛生用品の確保などはどのような形に現状な

っているのか、伺いたいと思います。 

○岩尾弘敏社会福祉課長 まず、障がい福祉関連

施設事業所についてでございますが、閉鎖の状況

等について、市でも特に調査をしております。市

内におきましては、児童通所サービスの２事業所

が市内の小中学校の臨時休校に合わせて２月 27

日から３月４日まで休止をしておりましたけれど

も、両事業所とも３月５日から児童生徒の受入れ

を再開しているというような状況がございます。 

 また、新型コロナウイルスの感染拡大防止、ま

た、休校に伴う支援者確保の課題等を理由に、市

内の１事業所において、通所系サービスの一部を

休止しておりましたが、昨日、３月 12 日から通

常の利用者の受入れを行っているような状況がご

ざいます。また、地域活動支援センター、二つご

ざいますけれども、感染拡大防止を理由に事業所

を休止しておりましたが、本日から再開して、本

日現在で、障がい者福祉施設については、休止し

ているような事業所はございません。事業所の休

止に伴う経営悪化の報告というところについては、

まだ受けておりませんといった状況にございます。 

○高橋善彦介護福祉課長 介護関連事業所でござ

いますが、現在のところ、閉鎖や休止している事

業所等はございませんが、利用者が自発的に利用

を休止しているという声は、わずかではございま

すが、聞こえている状況でございます。ただ、事

業所からの報告ではございませんので、今後、収

束が長期化する場合は、必要に応じて利用状況等

を把握していきたいというふうに考えております。 

 また、介護事業所、障がい福祉サービス事業所

等に対しては、２月 19 日以降、厚労省より発出

された情報につきまして、適宜周知し、注意喚起

をしている状況でございます。 

 さらに、介護事業所や障がい福祉サービス事業

所等へ対する新型コロナウイルス関連の調査につ

きましては、厚労省からの指示のあったマスク、

消毒液等の備蓄調査のほか、厚労省の指示に基づ

かない、事業所独自の利用制限等に関する調査を

実施しているところでございます。 

○平賀貴幸委員 まだ網走市内では、発生をして

いないということもありますので、一定程度限定

的な影響ではあるのだというふうには理解はさせ

ていただきます。そうは言っても、いつどうなる

かわからないというところもありますし、今後、

影響がどのような期間、どのように広がるのか、

広がらないのか、全く見通せない状況は確かにあ

るのだというふうに思うところです。 

 私がお話を伺ったとある事業所ですけれども、

大体３月だけでも 400 万円を超えるような減収に

なるだろうというふうに見込んでいるということ

でありまして、これが４月以降続くとなると、人

の雇用が果たして守れるのかということを含めて、

不安視されているところもございました。もちろ

ん市のほうで、商工のほうですけれども、運転資

金等の借り入れ事業はあるのですけれども、１年

間は１％の事業ということ、１％の利子もかから

ないでということなのですけれども、なかなか１

年で返せないところも結局多いのだろうなという

ふうに思います。 

 それを考えると、特に福祉、あるいは医療の団

体、特に今回は、入所施設で発生するとまたちょ

っと別なのですけれども、通所施設のほうは、過

去の法改正の関係もあって、日割り単価になって

いるものですから、利用者が１人１日来ないと、

その分、まともに介護補助が下がっていくので、

強い影響を受けていると思うのです。もちろん利

益率も、もともと低い業界で、今年はよかったな

と思っても、多分３％いくかいかないかぐらいの

話で、通常、１％とか２％とかうろうろするぐら

いでいけば、今年はまああれだなというぐらいの

私は業界だというふうに認識をしています。 

 そういったこともあるからこそ、国も独立行政

法人福祉医療機構を通して、新型コロナウイルス

の感染による事業停止等になった事業者に対する

医療福祉貸付事業というのを行うということで、

使い勝手がいいように緩和してきているのは御承
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知のとおりだと思います。返済期間も 10 年以内

のものですし、５年間ですと 3,000 万円まで無利

子だということで、５年を超える場合、あるいは

3,000 万円を超えるような場合も 0.2％というこ

とで、明らかにこちらのほうが条件はいいわけで

す。こういった事業があるということをわかって

いるところもあれば、なかなかわかっていないと

ころも当然あると思いますので、こういったもの

もあるから、いざとなったらこういうのを使って

くださいということを周知しておくことも、この

情勢だと大変重要ではないかというふうに思うの

です。これを知らないために、もう閉めてしまう

ようなことが出てしまうと、これは大変なことだ

なと思いますので、ぜひこういった補助事業があ

るということを周知しつつ、相談にもぜひ積極的

に乗っていただきたいなと思いますけれども、見

解はいかがでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 この貸付事業につきま

しては、先だって厚労省のほうから通知がござい

ましたので、速やかに関係事業所等に周知してま

いりたいというふうに思っております。 

○平賀貴幸委員 ここはもう少し福祉医療機構と

も話してみなければいけないなと思いますが、も

ともと借入れがあるところが、さらにここで借入

れをして、支払い額が二つになってしまうと大変

なので、できれば借り換えを含めてできなければ

余り意味がないなという部分も感じておりますが、

一方で、額が大きくなった場合、あるいは長期に

なった場合は、利率は明らかに商工のほうのもの

よりも低いのですけれども、利子が 0.2％とはい

え発生するのです。これは今の時点ですぐどうす

るこうするというのは難しいというふうには思い

ますけれども、状況によっては、この利子補給を

改めて商工のような形で考えていって、利子もか

からずに支えられるということも状況によっては

必要になるのではないかというふうに思いますけ

れども、見解を伺いたいと思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 ただいまお話のありま

した利子補給につきましては、今後の感染拡大に

おける状況や影響、国の動向を注視してまいりた

いというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 いろいろ志があって、この業界

で働いている方々は大変多いのだと思います。こ

この方々の心が折れてしまうと、もう二度とつく

れなくなってしまうかもしれないなという心配を

私は感じておりますし、必要とする人がこの地域

で本当に困るような事態が出てくると思いますの

で、ぜひ積極的な取組を求めて、質問を終わらせ

ていただきます。 

○立崎聡一委員長 以上で、本日の日程でありま

す一般会計の歳出のうち、民生費、衛生費及びそ

の特定財源に関する歳入並びに関連議案１件の細

部質疑を終了しました。 

 本日は、これで散会とします。 

 再開は、16 日午前 10 時としますから、御参集

願います。 

 御苦労さまでした。 

午後３時 48分 散会 

 

 

 


